
令和６年度　府内市町村における商業振興施策一覧

市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

個性的で魅力ある商業集積をめざし、中長期的な観点のもと知恵と工夫を活かして取り組む
活性化のためのハード事業
○施設整備事業：アーケード、街路灯、カラー舗装、公衆便所、駐輪場の新設・補修事業

（新規）補助率１／４以内、限度額1,000万円
（補修）補助率１／５以内、限度額500万円

個性的で魅力ある商業集積をめざし、中長期的な観点のもと知恵と工夫を活かして取り組む
活性化のためのハード事業
○施設整備事業：商店街コミュニティ施設の設備及び小売市場の館内設備の補修事業

（補修）補助率１／５以内、限度額250万円

商業魅力向上事業
商店街共同施設等整備支援事業
②オープンモール化

市内商店街・問屋街の単位組織（法人団体・任意団体を問わない）

○オープンモール化（※①・②）
　既存のアーケードの撤去事業（既存のアーケードの撤去に加えて実施する場合の街路灯、
公衆便所、駐輪場の新規・補修事業を含む）
※①国及び他の地方公共団体等の助成制度を併用する場合、併用となる補助対象経費にか
かる補助率は1／４以内とする。
※②既存のアーケード撤去に加えて実施する施設整備事業の対象となる商店街共同施設等
のうち公衆便所、駐輪場については、国及び地方公共団体等の助成制度の併用の有無に関
わらず補助率は１／４以内とする。

商業魅力向上事業
商店街共同施設等整備支援事業
②オープンモール化

補助率１／２以内、限度額2,000万円

ht tps :/ / www.c ity.os aka.lg.jp/ ke izais e nr

yaku/ page / 0000451684.html

商業魅力向上事業
大阪商店街にぎわいキャンペーン

大阪市商店会総連盟との共催事業
熱意ある商店街が、消費を喚起する魅力的なイベントを、市内各地で、一定期間中に集中し
て展開することにより、消費者にインパクトを与え、来街者の拡大を図るとともに、当キャン
ペーンを起爆剤として、自らの活性化と持続的な発展に取り組む。

商業魅力向上事業
大阪商店街にぎわいキャンペーン

－ ―

ht tps :/ / www.c ity.os aka.lg.jp/ ke izais e nr

yaku/ page / 0000446969.html
商業魅力向上事業
大阪市商店街振興関係ふるさと寄附金

市内商店街に加盟する店舗のうち、大阪市あきないグランプリ優秀賞店舗など
国・自治体が表彰・認定している店舗

大阪市ふるさと寄付金（商店街振興関係）に、1回のお申込みで1万円以上の寄付をいただい
た個人（大阪市外在住）の方に左記店舗・商品の中から公募により選定した商品を記念品とし
て贈呈し、商店街の名品を全国にP Rする。

－ 随時

ht tps :/ / www.c ity.os aka.lg.jp/ ke izais e nr

yaku/ page / 0000619287.html
あきない伝道師による商店街強化事業 市内商店街団体等

市内の商店街団体等の集客力・販売力の向上に向けて、SNS等を活用した情報発信や商店
街の組織力強化等によって商店街の活性化のサポートを行う専門家を「あきない伝道師」とし
て活用し、その成果事例やノウハウ等を幅広く普及するため、その実践的な取組等に対する
支援等を行うことで商機能の強化を図る。

あきない伝道師による商店街強化事業 － 随時

ht tps :/ / www.hatomarks it e .c om/ s e arc h

/ os aka/ s pe c ial/ os akas hop
商店街空き店舗マッチング促進事業 市内商店街団体等

大阪府宅建協会不動産情報サイト（ハトマークサイト）内に開設した、大阪市内商店街の空き
店舗情報を集約・特化したポータルサイト「大阪市商店街特集」を利用することで。空き店舗側
（オーナー等）と入居者側（店舗・オフィス等）の双方のマッチングを促進し、商店街側の空き店
舗の解消や利用促進を図り、商店街等の活性化を図る。

商店街空き店舗マッチング促進事業 － ―

ht tps :/ / s ais e i- os aka.jp/ 空き店舗を活用した商店街再生事業
市内商店街団体等及び本事業において作成された事業プランに基づき空き店
舗を活用する事業者

商店街と商店街やまちの活性化に向けた意欲を有する人材を募りワークショップを重ねて商
店街の再生手法を実施する人材の育成を図るとともに、対象空き店舗の活用プランを検討
し、商店街への新たな店舗の誘致につなげる。
また、本事業におけるワークショップを通じて作成された事業プランに基づき空き店舗を活用
する事業者を対象に空き店舗のリノベーションにかかる経費の一部を補助する。

空き店舗を活用した商店街再生事業 補助率１／２以内、限度額120万円 ―

ht tp:/ / www.c ity.s akai.lg.jp/ s angyo/ s hi

e nyuus hi/ s hie n/ hard.html
商業共同施設維持管理等支援事業

・商店街（事業協同組合、商店街振興組合、もしくは20店舗以上で組織されて
いるもの）
・小売市場（大阪府知事の許可を受けたもの）
・卸売業団体（事業協同組合及び中小卸売商業団体）

商店街・小売市場等の商業団体が商業振興上有益な共同施設を設置又は補修する場合に、
支援を行う。

（補助対象施設）
街路灯・アーチ・アーケード・冷房施設・カラー舗装・放送施設・公衆便所・防災施設・駐車（輪）
場・カウンター（入場客数計数器）・コミュニティ広場（ホール）・ストリートファニチャー・防犯対
応設備（防犯カメラ等）、救命設備

・法人団体・・・補助対象経費の10％以内（限度額300万円）
・任意団体・・・補助対象経費の 7％以内（限度額300万円）

※補助申請できるのは対象事業の支払年度のみ
※工事費の総額が100万円未満（防犯対応設備については50

万円未満、救命設備については20万円未満）のものは、補助
対象としない
※救命設備は、限度額3万円

事業実施の2週間前まで

ht tp:/ / www.c ity.s akai.lg.jp/ s angyo/ s hi

e nyuus hi/ s hie n/ de nto.html
商店街街路灯等電気料金支援事業

商店街（事業協同組合、商店街振興組合、もしくは複数の店舗で組織されてい
るもの）

商店街が設置し、維持管理している街路灯等の有効活用に対し支援を行う。
（補助対象経費）
街路灯・アーケード・アーチに付属する電灯の電灯料  等

補助対象経費の1/ 2以内 1月～2月

ht tp:/ / www.c ity.s akai.lg.jp/ s angyo/ s hi

e nyuus hi/ s hie n/ s oft .html
商店街等ソフト事業支援事業

・商店街（事業協同組合、商店街振興組合、もしくは10店舗以上で組織されて
いるもの）及び堺市商店連合会
・小売市場（大阪府知事の許可を受けたもの）
・堺市商店連合会

商店街等が自主的に、人口減少高齢化対応や安全・安心の推進、環境負荷の低減、地産地
消の推進、賑わい創出、キャッシュレス決済の推進など、地域の住民やコミュニティのニーズ
に応えるために取り組むソフト事業に対し支援を行う。
（事業例）
・人口減少・高齢化対応事業
・安全・安心推進事業
・環境対応事業
・地産地消推進事業
・賑わい創出事業
・地域消費循環促進事業

（補助対象経費）
会場設営費、会場借上げ料、リース・レンタル費、広告宣伝費、印刷費、通信・運搬費、謝礼
金、委託費、消耗品等

補助対象経費の1/ 2以内（限度額50万円） 事業実施前まで

ht tp:/ / www.c ity.s akai.lg.jp/ s angyo/ s hi

e nyuus hi/ s hie n/ aki.html
商店街等空き店舗活用支援事業

・商店街（事業協同組合、商店街振興組合、もしくは10店舗以上で組織されて
いるもの）及び堺市商店連合会
・小売市場（大阪府知事の許可を受けたもの）
・補助対象事業を実施する地域にある上記のいずれかの団体と連携し、その
推薦を受けた企業又は団体であって、法人格を有し、定款等により代表者及び
活動内容等について確認できるもの

商店街等が主体的に取り組む新規テナント誘致活動や空き店舗の活用など、買物利便性の
向上及び生活環境の充実を図る事業に対し支援を行う。
・新規テナント誘致事業
　商店街等が空き店舗に新規テナントを誘致する新規テナント誘致事業
・商店街空き店舗等活用事業
　商店街等が空き店舗等を賃借し、店舗改装や施設設置等を行い実施する空き店舗等活用
事業
※事業の実施にあたっては地域ニーズ等の調査及び事業効果の予測を行うことを要件とす
る。

（補助対象経費）
謝礼金、委託費、広告宣伝費、印刷費、賃料、建設・改装工事費、リース・レンタル費、出店奨
励に係る経費

補助対象経費の2/ 3以内（限度額200万円）
※家賃補助は月額10万円以内（最大6ヶ月）とする。
※6ヶ月以上の営業継続を条件とする。

事業実施前まで

ht tps :/ / www.c ity.kis hiwada.os aka.jp/ s o

s hiki/ 43/ s youte ngai-

kyoudous his e tu.html

商業団体共同施設整備事業

(1) 商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商業団体。

(2) 法人格を有しない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定め
があり、財産の管理等を適正に行うことができる商業団体。

(3) （１）（２）に類するもので、市長が適当と認める商業団体。

(1)事業費が200万円以下の場合、40万円を超える額の2分の1

(2)事業費が200万円を超える事業の場合、超える額の3分の1

に80万円を加算した額
(3)国または府の補助事業である場合、国または府補助金を控
除した額の2分の1

※補助限度額：40万円以上600万円以下
※千円未満切り捨て

事業実施前まで
魅力創造部
産業政策課

TEL:072- 423- 9485

ht tps :/ / www.c ity.kis hiwada.os aka.jp/ s o

s hiki/ 43/ s youte ngai- de nkiryoukin.html
商店街環境整備施設等維持管理事業

(1) 商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商業団体。

(2) 法人格を有しない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定め
があり、財産の管理等を適正に行うことができる商業団体。

(3) （１）（２）に類するもので、市長が適当と認める商業団体。

街路灯等の電気料金の2分の1

※補助限度額：半期毎30万円
※十円未満切り捨て

10月/ ３月
魅力創造部
産業政策課

TEL:072- 423- 9485

ht tps :/ / www.c ity.kis hiwada.os aka.jp/ s o

s hiki/ 43/ s youte ngai- ibe nto.html
商業活性化・地域交流促進事業

(1) 商店街振興組合、事業協同組合等の法人格を有する商業団体。

(2) 法人格を有しない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定め
があり、財産の管理等を適正に行うことができる商業団体。

(3) （１）（２）に類するもので、市長が適当と認める商業団体。

補助対象経費の4分の1以内
※千円未満切り捨て

事業実施前まで
魅力創造部
産業政策課

TEL:072- 423- 9485

ht tp:/ / www.c ity.toyonaka.os aka.jp/ ma

c hi/ s angyous hinkou/ jigyos ya/ hake n_s

oudan.html

中小企業等アドバイザー派遣制度

・市内の中小企業等
中小企業等とは次のいずれかにあてはまる者
(1)　中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号）に定める
中小企業者
(2)　個人であって起業の計画を有し、事業を実施しようとする者
(3)　ビジネス的事業運営に取り組むＮＰＯ等
(4)　前３号に掲げる者を主たる構成員とし、経済活動を行う、又は行おうとする
団体

市がアドバイザーに支払う謝礼金は一申込者につき同一年度
に５回まで、１回あたり３万円を限度とし、これを超える場合は
申込者が負担。

随時

支援内容

市内の中小企業等に対して、国・府・関係機関との連携促進と役割分担を踏まえて、専門的立場から相談・助言・指導等の支援を行う専門家を派遣する。

ht tp:/ / www.c ity.os aka.lg.jp/ ke izais e nry

aku/ page / 0000312647.html

地域住民との触れ合いを深めるために商業団体が行う催事事業、
商業団体の事業の活性化が見込まれる備品等の一部を助成
（補助対象経費）
会場借上げ料、講師等の謝礼金、リース料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、備品購入費、その他事業に係る直接経費等
※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象外

1 大阪市

経済戦略局
産業振興部
産業振興課

TEL:06- 6615- 3781

2 堺市

産業振興局
産業戦略部
地域産業課

TEL:072- 228- 8814

商業魅力向上事業
商店街共同施設等整備支援事業
①施設整備事業

市内商店街・問屋街の単位組織（法人団体・任意団体を問わない）
市内小売市場（小売商業調整特別措置法（昭和34年法律155号）第３条に基づ
く大阪府知事の許可を受けている小売市場）

商業魅力向上事業
商店街共同施設等整備支援事業
①施設整備事業

5月中旬以降の予定

3 岸和田市

街路灯（6年）、アーケード（15年）、放送設備（５年）、公衆便所（15年）、駐車・駐輪場施設（15年）、コミュニティ関連施設（15年）、防犯カメラ（6年）、ＡＥＤ（4年）※（）内は耐用年数
共同施設を更新する場合については、それぞれに定めた耐用年数を経過したものについて補助対象とする。
※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象外

商店街等が維持管理する街路灯等の電気料金の一部を助成



市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

- 商業団体等事業補助金

・補助の対象となる団体は，活動1年以上，かつ構成員の3分の2以上の事業所
が市内に拠点を有する商業団体等で，次に掲げるものとする。構成員の３分の
２以上が事業所の拠点を市内に有する中小企業者で構成される団体

(1) 商店街組織
(2) 生活衛生同業組合
(3) 連合会
(4) 前各号に準ずるもので市長が適当と認める団体

地域産業の健全な発達を図るため，市内の商業団体等が自主的に取り組む活性化事業及び
人材育成を図るための各種研修等に対し，当該事業に要する経費の一部を補助

（補助対象事業）
補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は下記のいずれかに該当するものとす
る。ただし，他の制度による補助金を受給している事業は除く。
(1) 消費者向けに団体または団体の活動内容をアピールする事業
(2) 地域産業の活性化に関する調査研究で，構成員に結果を報告する事業
(3) 構成員の人材育成を図るための各種研修等で，団体が主催する事業
（補助対象経費）
（１）委託料（２）講師謝礼金  (３)研修用教材費 (４)会場借上料・展示会等出展料 (５)広告宣
伝費(６)折込料(７)会場設営関係機材借上料

（１）講師謝礼金：補助率1/ 2、限度額30,000円/人
（２）研修用教材費：補助率1/ 1、限度額1,000円/人
(３)上記以外は合計額の1/ 2

1団体当たり1会計年度100,000円を限度とし、1,000円未満は
切り捨てとする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、豊中
市商店会連合会及び豊中市小売商業団体連合会は、年間１０
０万円を限度とする。

随時

- 商業団体共同施設設置等補助金

・市内の商業団体で、次に掲げるものとする
　（1）商店街振興組合
　（2）事業協同組合
　（3）協同組合
　（4）前各号に準ずるもので市長が適当と認める団体

・法人団体
　　総事業費の 5/ 100（1,000円未満を切捨て、限度額は1,000

万円。ただし、市の歳入となる国・府の補助金の交付を受ける
場合は10/ 100）
・任意団体
　　総事業費の 3/ 100（1,000円未満を切捨て、限度額は600万
円。ただし、市の歳入となる国・府の補助金の交付を受ける場
合は6/ 100）
※AEDと共同施設の撤去を除き、総事業費が100万円以上とな
る場合に限る。

随時
（補助事業の実施前に市長に提
出）

ht tps :/ / www.c ity.toyonaka.os aka.jp/ ma

c hi/ s angyous hinkou/ hojokin/ re iwa6itk

ons ye ruju.html

ITコンシェルジュ派遣事業

・市内の中小企業者
中小企業者とは次のいずれかにあてはまる者
(1)　中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号）に定める
中小企業者
(2)　ビジネス的事業運営に取り組むＮＰＯ等

市内事業者が抱える、集客・営業・事務効率・広報・会計等のITに関する様々な課題に対し
て、豊中市と豊中商工会議所が連携して、ITの専門家であるITコンシェルジュを申込事業者に
派遣することで、課題解決策の提示やより良い業務環境の構築を支援し、市内事業者のデジ
タル化を促進することを目的とする。

1事業者あたり年間３回までの利用 -

令和6年4月1日～令和7年3月31

日(期間内でも予算の上限に達し
た時点で終了）

ht tps :/ / www.c ity.toyonaka.os aka.jp/ ma

c hi/ s angyous hinkou/ hojokin/ R6itkas o

kus hin.html

IT化促進補助金

・市内の中小企業者
中小企業者とは次のいずれかにあてはまる者
(1)　中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号）に定める
中小企業者
(2)　ビジネス的事業運営に取り組むＮＰＯ等

IT化に関する課題を抱える市内中小企業者が課題解決に資するソフトウェア・クラウドシステ
ムの導入やIT機器の購入、ホームページを活用した販路拡大などを実施する場合、市から補
助金を交付することにより、中小企業者のIT化の促進や業務の効率化・生産性の向上、販路
拡大につなげることを目的とする。
豊中市と豊中商工会議所が連携して行っているITコンシェルジュ派遣事業を通じて、ITコン
シェルジュからIT機器の購入を提案された中小企業者を対象に、IT化に必要な費用を一部補
助。

（補助対象経費）
１　業務の効率化や生産性向上を図るために導入するIT機器、クラウドやソフトウェアの購入
費用・利用料（最大1年間分）、導入に必要な外注・委託費、サポート費用など（保守料金等の
システム利用料以外のランニングコストは対象外）
　※端末のみの購入及びP C・複合機・スマホは対象外。

２　セキュリティ対策やレスポンシブ対応など新たに高機能化に取り組むホームページ制作・
改修費用

３　従業員等のIT資格取得、試験対策講座受講費用費用

補助率は対象経費の２分の１。
補助金額は，次に掲げる額のうちいずれか少ない額を上限と
し，予算の範囲内で市長が決定する。
(1)　補助の対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額
 (2)　100,000円
補助金額に1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨て
る。
※タブレット端末の購入は上限２万円/台（システム導入に伴い
必要となる場合のみ対象）

令和6年４月26日～令和7年１月
31日(期間内でも予算の上限に達

した時点で終了）

※令和6年４月1日～令和7年1月
31日にITコンシェルジュ派遣事業

を利用した方が対象

ht tps :/ / www.c ity.toyonaka.os aka.jp/ ma

c hi/ s angyous hinkou/ hojokin/ R6koufuk

akac hiika.html

商品高付加価値化応援金

・市内の中小企業者
中小企業者とは次のいずれかにあてはまる者
(1)　中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号）に定める
中小企業者
(2)　ビジネス的事業運営に取り組むＮＰＯ等

市内中小企業者が生産性・付加価値の向上につなげるための取組みを行う際に、市が応援
金を交付することにより市内中小企業者の経営状況の下支えや成長促進を支援することを目
的とする。
豊中商工会議所が指定した専門家から、高付加価値化計画に関する指導等を受けた市内の
中小企業者を対象に、商品の高付加価値化に資する経費を一部補助。

（補助対象経費）
１　謝金
商品高付加価値化の実現に向けて、会議所が指定した専門家からの技術指導等を必要とす
る場合に支払われる謝金やブランド戦略に関するコンサルタント費用です。ただし、交通費や
食料費は除く。

２　外注費
商品高付加価値化の実現に向けて、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注する場合
の経費。ただし、交通費や食料費は除く。
・商品のブランド力や魅力を高める動画制作の費用
・パッケージ、ロゴマーク、イメージキャラクターのデザイン料
・パッケージ試作にかかる印刷費用（デザイン料を伴わないパッケージ印刷費用は除く。）
・ブランディングに係るマーケティングリサーチの費用

補助率は4分の3，補助金額は，次に掲げる額のうちいずれか
少ない額を上限とし，予算の範囲内で市長が決定する。
(1)　補助の対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額
 (2)　300,000円
補助金額に1,000円未満の端数があるときは，これを切り捨て
る。

令和6年４月1日～令和7年１月31

日(期間内でも予算の上限に達し
た時点で終了）

※事前に会議所が指定した専門
家から高付加価値化計画に関す
る指導等を受ける必要あり

ht tps :/ / www.c ity.toyonaka.os aka.jp/ ma

c hi/ s angyous hinkou/ hojokin/ R6uriage

up.html

売上アップ応援金

１　グループ　市内の事業者が幹事であり、市内事業者で構成される2事業者
以上のグループ

２　団体　構成員の3分の2以上が市内事業者で構成される、共通の利益を増
進することを主たる目的とした市内の団体（ただし、補助金の交付申込時点で
設立から１年以上が経過しており活動実績のある団体に限る）

３　実行委員会　構成員の3分の2以上が市内事業者で構成される、特定のイ
ベント等の開催や実行を主たる目的とした市内に本拠地を置いている実行委
員会（ただし、補助金の交付申込時点で設立から１年以上が経過しており活動
実績のある団体に限る）

※事業者とは次のいずれかにあてはまる者
①　中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号）に定める
中小企業者
②　ビジネス的事業運営に取り組むＮＰＯ等
③　前２号に掲げる者を構成員とし、経済活動を行う団体又は実行委員会

新型コロナウイルス感染症の影響により変化した、新しい生活様式に対応した商品・サービス
などで販路開拓、売上アップに取り組む市内事業者等で構成されたグループが行う事業や、
地域の賑わい創出や消費喚起に取り組む、市内事業者等で構成された団体又は実行委員会
が行う事業に対して、市が応援金を交付することにより、地域経済の再生とさらなる産業の振
興を図ることを目的とする。

（補助対象経費）
会場・機材等借上料、外注費・委託費、広告宣伝費、保険料、景品・記念品代、店舗改修費、
車両改修費（移動販売車両に改修する場合に限る）、その他市長が必要と認めた経費

補助率は3分の2。補助金額は，次に掲げる額のうちいずれか
少ない額を上限とし，予算の範囲内で市長が決定する。
(1)　補助の対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額
 (2)　新しい生活様式に対応した商品・サービスなどで販路開
拓，売上アップにつながる事業の場合は，200,000円
(3)　新しい生活様式に対応した商品・サービスなどで，地域の
賑わい創出や消費喚起に取り
　　 組む事業の場合は，400,000円
２　前項の金額に1,000円未満の端数があるときは，これを切り
捨てる。

令和6年４月1日～令和7年１月31

日(期間内でも予算の上限に達し
た時点で終了）

- 商業活性化イベント事業
・商店街振興組合
・商店会連合会の加盟団体
・その他市長が必要と認める団体

市内商業団体が商業の活性化を図るため自主的に実施するイベント事業、及び、魅力ある商
店街づくりを目的に行う調査･研究活動に補助を行う。

出演料及び講師謝礼、アルバイト賃金、会場設営費、運搬料、消耗品費、広告宣伝料（チラシ
代等）、事業に係る保険料、図書費、粗品代、旅費、委託料等

補助対象経費の1/ 3以内（20万円を限度） 随時

- 中心市街地活性化推進事業補助

・法人又は非法人組織の商店街及び
  その連合組織
・法人又は非法人組織の小売市場及び
  その連合組織
・上記に準ずるもので、市長が適当と認める
  団体

補助対象事業にかかる経費であって、市長が必要かつ適当と
認めるもの
補助金は予算の範囲内で定める

随時

- 商業活動活性化事業

・池田商工会議所
・池田市商店会連合会
・池田市工業振興会
・その他市長が認める団体

補助金は予算の範囲内で、市長が定める 随時

- 商工団体補助事業

・池田商工会議所
・池田市商店会連合会
・池田市工業振興会
・その他市長が適当と認める団体

補助金は予算の範囲内で、市長が定める 随時

商工業団体事業活動促進補助金交付事業

・事業協同組合
・事業協同小組合
・商店街振興組合
・その他、その構成員の２分の１以上が中小企業者で組織される商店街、小売
市場、業種別団体などの団体

補助対象経費(感染症対策経費以外）…補助率1/ 2（上限20万
円）
補助対象経費（感染症対策経費）…補助率10/ 10（上限10万
円）

随時

商店街等商業共同施設事業補助金交付事業
・商店街等の事業協同組合又は商店街振興組合（ア）
・上記の団体に準ずるもので、商店街等を構成する店舗の事業主の過半数が
加入するもの(イ）

交付先団体（ア）への補助率
補助率30％
交付先団体（イ）への補助率
補助率15％
交付先団体（ア）・（イ）ともに補助限度額500万円、補助対象下
限100万円
ただし、公衆便所、防災施設、街路灯・防犯灯、防犯カメラを設
置する場合は、補助対象下限100万円対象外。また、補助対象
施設を補修する場合は、補助対象下限100万円対象外

随時

6 吹田市
ht tps :/ / www.c ity.s uit a.os aka.jp/ s angyo

/ 1018028/ 1018029/ 1021242/ 101152

0.html

事業協同組合等が商工業事業活動の活性化を促進するため実施する調査研究・研修・催物及びＰＲ媒体作成に対して費用の一部を補助する。

商店街・小売市場等がアーケード、カラー舗装、街路灯、コミュニティ関連施設等の商業共同施設を設置した場合、補助金を交付する。

街路灯、アーチ、アーケード、カラー舗装・側溝整備、駐車場・自転車置場、冷房施設、公衆便所、防災・防犯施設、放送施設、教養文化施設、AEDの設置、共同施設の撤去に要する経費を
一部補助

市民活動部
商工振興課

TEL:072- 754- 6241

池田市

中心市街地の活性化に資する事業を実施した場合に予算の範囲内で、その事業経費を補助
・学生による商店街空き店舗活用事業（石橋商店街、栄町商店街）
・カルチャールーム「いしばし寺子屋」事業
・大阪池田チキチキ探検隊

市内商工業団体が商業の活性化を図るために実施する、事業及び物産展等について補助

商工業団体の活動助成を行う。

5

4 豊中市

地域経済振興室
TEL:06- 6170- 2370



市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

商店街等魅力向上促進事業補助金交付事業

・商店街等の事業協同組合若しくは商店街振興組合又はこれらの連合会
・上記の団体に準するもの
・上記の団体を中心として、これらの団体及び大学、ＮＰＯ等が組織する団体
・その他市長が適当と認める団体

①消費者の購買意欲を高めるような商店街等の情報発信
②地域住民等との連携による地域の活性化のためのイベン
ト、調査等
③広域商品券の発行、広域スタンプの実施
④商店街のオリジナル商品の開発等
①～④の事業については、補助対象経費の４分の３、２００万
円を上限とする

⑤空き店舗等活用促進事業
⑤の事業については、補助対象経費の２分の１、改装費等２０
０万円・広告費１００万円を上限とする

随時

商業活性化コンサルタント派遣事業補助金交付事
業

吹田商工会議所
１団体に対し派遣１回につき５万円以内、年120万円を上限と
する。

随時

7 泉大津市 - 産業振興対策事業
・北助松商店街振興組合
・泉大津中央商店街振興組合
・その他市長が必要と認める団体

活性化事業に要する経費の100分の50以下 別に定める期日
政策推進部
地域経済課

TEL:0725- 51- 7651

- 商業団体振興補助金
高槻市内の商業団体
（事業協同組合、事業協同小組合、 商店街振興組合、高槻市商業団体連合
会、 高槻市商店街連合会、高槻市小売市場連合会及びそれに準ずるもの）

①街なみ整備促進整備事業…20％（1500万）
②共同施設設置整備事業…10％（1000万）
③組織強化事業…50％（20～300万）
※計量事業のみ90％(35万）
④情報化システム構築事業…50％（200万）
※法人格の無い任意団体は補助率が半分となる。ただし、法
人格を有する商業団体等で構成された連合会については除く

原則6月末日

- 中心市街地活性化推進事業補助金
・「高槻市中心市街地活性化基本計画に記載された事業の実施団体
・中心市街地活性化を推進する団体

・中心市街地商業等活性化事業（集客ソフト事業、事業設計・
調査・システム開発事業、コンセンサス形成事業）
・中心市街地活性化協議会運営事業
補助率：10／10（予算の範囲内）

事業開始前まで

ht tps :/ / www.c ity.t akat s uki.os aka.jp/ s it

e / miryokuaruomis e /
高槻市地域商業活性化創業・個店支援事業

市内で店舗を賃借・取得し、飲食店または小売店を新たに出店しようとする中
小企業者(個人含む）

店舗改装費の１／２補助（上限50万円）

・第1次募集
令和6年4月1日（月）～5月29日
（水）
・第2次募集  8 月28日(水)まで
・第3次募集　未定

ht tps :/ / www.c ity.kaizuka.lg.jp/ kakuka/

s ogos e is aku/ s angyo/ me nu/ s yohogyos

ya_no_kata/ kakus yu_hojokins e ido.html

中小企業等産業財産権取得促進補助金

・本市の区域内に主たる事業所を有し、かつ、現に事業を営む中小企業者
・上記の中小企業者の従業員で、かつ、当該中小企業者の事業活動のために
産業財産権を取
得したもの

産業財産権を取得した中小企業者等に対し補助金を交付する中小企業支援事業

（補助対象産業財産権の区分）
①特許法に定める特許権
②実用新案法に定める実用新案権
③意匠法に定める意匠権
④商標法に定める商標権

①特許権…（20万円）
②実用新案権…（10万円）
③意匠権…（５万円）
④商標権…（５万円）
（予算の範囲内）
※同一の者に対し、一の年度内において交付する補助金の合
計額は、30万円を上限
※産業財産権の権利者が複数存在する場合は、一の産業財
産権の取得に対する補助金の上限額は上記金額のとおり

産業財産権を取得した日から３月
以内

ht tps :/ / www.c ity.kaizuka.lg.jp/ kakuka/

s ogos e is aku/ s angyo/ me nu/ s yohogyos

ya_no_kata/ kakus yu_hojokins e ido.html

中小企業積極的事業展開促進補助金

・市内に主たる事業所を有する中小企業及び中小企業団体
・認定特定創業支援等事業に係る証明書の交付を受け、市内において新たに
会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する会社をいう。）の
設立の登記をするもの

積極的な事業展開を実施する中小企業等に対し補助金を交付する中小企業支援事業

（補助対象の区分）
①販路・需要開拓事業（主要展示会、公設展示場等への展示）
②支援団体等の所管する支援を活用した事業
③法人設立登記事業

（補助対象の区分）
①販路・需要開拓事業（主要展示会、公設展示場等への展示）
…10分の5（1事業50万円）
②支援団体等の所管する支援を活用した事業…10分の5（1事
業100万円）
③法人設立登記事業…10分の10（1事業7万5千円）

②支援団体等の所管する支援を
活用した事業…その交付が決定

した日から３ヶ月以内

商業振興事業支援補助金

・守口市商業連盟
・商店会、商店街振興組合等
・小売市場
・構成店舗が10店舗以上の法人又は非法人組織の個人商店からなる団体及
び連合組織
・市長が特に認める中小商業者の団体
・市内で卸売業又は小売業を営む中小商業者（ECサイトの新設のみ）

【補助対象事業】
①イベント：地域住民の参画を得て行う地域のにぎわいの創出又は市内商業の活性化に関
する事業
②商業まつり：守口市商業連盟が、市内における商業の活性化及び市民の消費生活の充実
を図るために、市内の各地において、特定の期間に行う事業
③人材育成事業：中小企業者の経営能力の向上又は魅力ある商店及び商店街の形成のた
めに実施する、中小企業者を対象とする講座又は研修に関する事業
④情報発信事業：商店街等への来訪者を増加させるために行うインターネット等による情報発
信に関する事業
⑤産学連携事業：大学その他の教育施設と連携して行う商店街等の活性化に関する事業
➅ECサイトを新しく開設する事業

【補助対象経費】
①～⑤広告宣伝費、材料費、会場借上料、レンタル料、外部専門家の謝金、委託料
➅ECサイトの新規開設に要する経費

【補助率（補助限度額）】
①補助対象経費の50％以内（30万円）
②補助対象経費の50％以内（100万円）
③補助対象経費の50％以内（25万円）
④補助対象経費の50％以内（25万円)

⑤補助対象経費の50％以内（25万円）
➅補助対象経費の50％以内（15万円）

事業計画書提出：事業実施前
補助金交付申請：事業実施前

商店会等防犯対応設備補助金
・商店会、商店街振興組合等
・小売市場
・市長が適当と認める団体

【補助率（補助限度額）】
①補助対象経費の20％（６０万円）
②補助対象経費の50％（　－　）

①事業計画書届出：事業実施前
補助金交付申請：工事完了年度
の翌年度中
②２月

商店街等活性化促進事業補助金　　　　　　　　①オ
ンリーワン商店街創造事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。
④商店街が存する地域において当該商店街等の活性化に資する活動実績を
有しており、③に掲げる要件を満たす団体

①中長期的に集客を確保し、商店街等の活性化又は再生を図ることを目的に、次の（A）（B）
のどちらかまた両方の事業
　（A）当該商店街等の独自性あるイベントの実施
　（B）地域資源の活用や地域課題の解決に資する事業
②新たにオンリーワン商店街創造事業に取り組もうとする商店街が、その企画立案を外部に
委託した場合に、その委託料に対する支援

①広告宣伝費、当該イベントを開催する会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償
費、委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費及び催事に係る保険料
（景品購入費、商店街等の関係者に係る飲食費及び模擬店に係る費用を除く）
②補助対象行為に新たに取り組む場合における必要な調査及び企画立案に係る委託料

①1年度目は補助対象経費の１/ ２以内の額（限度額150万円）
2年度目は補助対象経費の１/ ２以内の額（限度額100万円）3
年度目は補助対象経費の１/ ２以内の額（限度額50万円）4年
度目以降は補助対象外
②補助対象経費の1/ ２（限度額30万円）

商店街等活性化促進事業補助金
②商店街P Rソフト事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。
④商店街が存する地域において当該商店街等の活性化に資する活動実績を
有しており、③に掲げる要件を満たす団体

媒体を用いて商店街の情報を効果的に発信する事業及びそのための情報管理システムの構
築等に関する事業

広告宣伝費、報償費、委託料、印刷製本費、消耗品費（イベント等の告知に係る費用は対象
外）

補助対象経費の1/ ２（限度額50万円）

商店街等活性化促進事業補助金
③共同設備等ハード整備事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。

補助対象経費の総額の２分の１以内の額(限度額100万円)

商店街等活性化促進事業補助金
④街路灯電気代補助事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。

商店街等の安全・安心の確保のために街路灯を維持管理する事業
補助対象団体が道路占用許可等を受けている期間のうち、規定による申請の日の属する年
度の１月1日が属する年の前年に支払った公衆街路灯の電気料金

補助対象経費の総額の１０分の９以内の額

0.html

商店街等が「経営改善」や「まちづくり」の視点から取り組む先導的な事業及び、空き店舗を借り上げ共同施設やチャレンジショップなどについて活用する事業に対し、その経費の一部を補
助する。

本市の商業の発展及び振興を図るため、各種団体が自ら主体となって行う商業活性化事業に対する補助

自らの組織化、経営の合理化、近代化等商業の振興発展のために、消費者利便を勘案しながら、共同して団体の経済事業活動を実施した場合、その事業費の一部を補助する。

対象となる団体等が中心市街地の活性化に資する事業を実施した場合、予算の範囲内において、その事業経費の一部を補助する。

貝塚市

地域振興課
TEL:06‐6992‐1490

【補助対象経費】
①防犯対応設備（防犯カメラ及びその付帯設備並びに商店街街路灯（アーケードに付帯する照明設備を除く。））の設置及び商店街街路灯のLED化に要した経費
②防犯街路灯（商店街街路灯の３/ ５相当部分・アーケードに付帯する照明設備の1/ ３相当部分）の電気料金

枚方市

ht tps :/ / www.c ity.hirakata.os aka.jp/ 000

0029062.html 観光にぎわい部
商工振興課

TEL:072- 841- 1325

駐車場・駐輪場、街路灯、公衆便所、放送施設、AED（自動体外式除細動器）、防犯カメラ（道路等屋外に設置するもの）、商店街全体をP Rするためのたて看板などの看板（道路等屋外に設
置するもの）、アーケードに係る設置又は補修等経費
ただし、共同設備等の敷地の取得、補償、造成及び使用に要する経費を除く

総合政策部
産業戦略課

TEL：072- 433- 7193

随時

ht tps :/ / www.c ity.moriguc hi.os aka.jp/ ka

kukanoannai/ s himins e ikat s ubu/ c hiikis

hinkoka/ s angyos hinkokigyos hie n/ jigyo

us yas ie n/ 1022.html

守口市

高槻市
産業振興課

072‐674‐7411

商店街・小売市場の集客力の源泉となる「魅力ある店舗」の創出に向けて、意欲を持った事業者に対し出店時の初期経費の一部補助等を行う。

市内の商業団体が商店街運営の改善などを検討する場合、その指導・助言のため吹田商工会議所が派遣するコンサルタントに要した費用の一部を補助する。
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事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

商店街等活性化促進事業補助金
⑤商店街共同活性化事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。
④商店街が存する地域において当該商店街等の活性化に資する活動実績を
有しており、③に掲げる要件を満たす団体

市内の２以上の商店街（会）や商店街（会）と近接する大型店舗が協働で主催・実施し、新た
な企画で行う商店街活性化のイベントに取り組む事業。

広告宣伝費、当該イベントを開催する会場借上げ費、会場設営費、アルバイト賃金、報償費、
委託料、印刷製本費、備品借上げ費、消耗品費、工事費、改修費及び催事に係る保険料（景
品購入費、商店街等の関係者に係る飲食費及び、模擬店に係る費用を除く。）

３年度目までを補助対象とし、補助対象経費の１/ ２以内の額
（限度額50万円）

商店街等活性化促進事業補助金
⑥「まちづくり」提案型事業

市内に所在する次の団体
①事業協同組合
②商店街振興組合
③前2号に類する団体で、次に掲げる要件を満たすもの
・団体の内規その他規約により代表者の定めがある。
・総会、役員会等の合議制により自ら意思決定を行っている。
・設立から原則1年を経過している。
・補助対象行為を確実に実施できる。
④商店街が存する地域において当該商店街等の活性化に資する活動実績を
有しており、③に掲げる要件を満たす団体

空き家・空き店舗等を活用した商店街が主体的に実施する事業
空き家等に係る賃貸料、通信費、アルバイト賃金、報償費、印刷製本費、備品借上げ費、消
耗品費、工事費、改修費、催事に係る保険料、委託料、その他市長が必要と認める経費（景
品購入費、商店街等の関係者に係る飲食費及び模擬店に係る費用を除く。）

200万円を限度として、補助対象経費の総額
ただし工事費及び改修費にあっては、当該補助対象行為に使
用する空き家等を改装する経費のうち、60万円を限度とする。

- 商業振興事業補助金 市内全域の商業振興に寄与する団体 補助対象経費の１/ ２（限度額150万円） 随時

街路灯、アーケード、空き店舗改装事業 補助対象経費の50％以内（上限１団体1,500万円）

駐車（輪）場（無料使用できるもの）、アーチ（道路をまたいで上部で接続されているもの）、小
売市場改装（全面改装、統一看板等）

補助対象経費の25％以内（上限１団体1,500万円）

防犯・防災設備（防犯カメラ等） 補助対象経費の50％以内（上限１団体300万円）

情報化事業（情報システムの構築等）、魅力・機能向上事業（休憩所、コミュニティ関連施設
等）

補助対象経費の25％以内（上限１団体300万円）

活性化計画策定事業
（活性化を図る行動計画の策定、事業の計画等）

補助対象経費の50％以内（上限１団体200万円）

地域生活支援事業
（地域の生活支援、課題解決及び魅力向上につながる事業の実施）

補助対象経費の50％以内（上限１団体100万円）
※物件賃借料にかかる補助は２年間まで

駐車（輪）場借上事業
（一般顧客が無料利用できるもの）

補助対象経費の25％以内（上限１団体50万円）

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ s hokogyo/ 1458777931201.h

tml

商店街・小売市場・商店街又は小売市場の連合体
イベント等事業

（商店街等が行うイベント等事業の経費を一部補助）

商店街活性化事業
（お祭り等のイベントや商店街のＰＲにつながる事業等）

補助対象経費の50％以内（上限１事業50万円）
※１  商店街等の連合体の場合
            50万円×団体数
※２  1つの商店街が複数の事業を実施する場合
            １年度につき100万円

随時

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ s hokogyo/ 1428997333269.h

tml

商店街街路灯維持管理事業補助 商店街 補助対象経費の2分の1（上限１団体100万円） 随時

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ kigyos hie n/ jin

zai.html

中小企業人材育成支援事業補助 市内に事業所を有する中小企業者 補助対象経費の2分の1（上限１企業10万円） 随時

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ jigyos ho/ kourit e npo.html

小売店舗改築（改装）事業補助

(1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者又は市内に本社
（本店）がある法人で、市内で1年以上事業を営んでいる事業者（小売業・飲食
店・ 理美容業・療術業）
(2) 商店街・中心市街地において、飲食店または小売業への業種・業態転換、
新規分野進出又は新店舗出店のため、改築工事を行う事業者

補助対象経費の2分の1

  （上限50万円）
随時

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ kigyo/ s ogyos okus hin.html

創業促進事業補助

(1) 事業を営んでいない個人が、個人又は新たに設立した中小企業の会社で
創業 しようとするもの。
(2) 創業後５年を経過しないもの
(3) 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書を有するもの
※他の者から同一の事業を継承するものは除く。

【改装工事費】
　補助対象経費の2分の1

　（上限50万円）
【家賃】
　補助対象経費の2分の1

　（６カ月分、ただし中心市街地・商店街に出店する
　　飲食・ 小売業については１２か月分）
　（上限　月額５万円）
【法人設立に要する経費】
　①登録免許税の2分の1　（上限175,000円）
　②定款認証手数料の2分の1　（上限25,000円）
　③司法書士等への報酬の2分の1（上限50,000円）

随時

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s angyo/ hojokin2.html

産業活性化プロジェクト促進事業補助
・２人以上の市内事業者を含む、５人以上の団体
　 (定款、規則、会則等による運営がなされている団体）
・市内で事業を営む中小企業者（個人事業主、法人）

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を上限
として、その範囲内
　①補助対象経費の2分の１
　②補助対象経費の合計額から、事業の実施
     に伴い 発生する収入を減じた額
　③50万円

指定する期日

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ kigyos hie n/ s a

nngakure nnke i/ 1475815238586.html

産学連携スタートアップ支援事業
市内に事業所又は研究所を有し、１年以上同一事業を営む中小企業者（個人
事業者含む・みなし大企業は除く）及び中小企業団体

補助率は、補助対象経費の合計の２分の1

上限額は以下のとおり
　①連携する大学が市内大学の場合…500万円
　②連携する大学が①以外の場合…300万円
ただし、同一の支援事業の交付回数は、1年度に1回で3か年
が限度、補助金の合計額は1,000万円　まで

指定する期日

（令和3年度実施事業；令和３年３
月）

ht tps :/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ jigyo

us ya/ koyo/ yus hi/ 1312785852084.html
中小企業融資信用保証料補助

市内の事業所に係る事業資金として600万円以下の下記融資を受けた事業者
①茨木市中小企業振興資金（茨木市）
②茨木市中小企業設備投資応援資金（茨木市）
③小規模企業サポート資金（大阪府）
④開業サポート資金（大阪府）
⑤経営安定サポート資金（大阪府）
⑥新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金（大阪府）
⑦新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金（大阪府）

（1）茨木市中小企業振興資金の場合・・・支払った保証料の全
額
（2）茨木市中小企業設備投資応戦資金及び大阪府制度融資
の場合・・保証料率１％相当分（保証料率１％未満の場合は、
当該保証料）

随時
（融資日から３か月以内に申請の

必要あり）

随時

商工労政課
TEL:072- 620- 1620

共同運営事業

（商店街等が行う共同事業の経費を一部補助）

下記のいずれにも該当する街路灯及びアーケードの照明の電気料金（1月から12月までの支払い）の一部を補助。
ただし、
　(1)商店街等の区域内に設置され、通行の安全及び犯罪の防止に資するもの
　(2)商店街等の責任において適切に維持管理されているもの
　(3)商店街等がその電気料金を負担しているもの

中小企業が、下記の機関が行う研修を受講する場合の経費を一部補助。
  (1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校
　(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発促進センター
　(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発大学校
　(4) 大阪府立高等職業技術専門校
　(5) 大学、大学院、短期大学
  (6)海外への事業の展開を支援する機関

市内事業者の技術開発力の向上や製品の高付加価値化を目的として、産学連携により実施する地域産業の振興に資すると認められる事業に対して、研究開発等に必要な経費の一部を
補助。

左記に該当する方に対し、保証協会に支払った信用保証料の全額又は一部を補助。

左記のいずれかに該当する方に、店舗の改築又は改装の経費の一部を補助。（備品等は補助対象外）

市内で営利を目的とする事業を創業する方に、それぞれ以下の経費の一部を補助。
　左記（１）または（２）に該当する方が、初めて店舗等を開設する場合
　　　テナントの賃借料、改装工事費（備品等は補助対象外）
　左記（１）～（３）に該当する方が、市内に事業所を有する法人を設立する場合
　　　法人設立に要する経費（登録免許税・定款認証手数料・司法書士等への報酬）

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ s hokogyo/ kyodoune i.html

市内の商業団体が商業活性化事業及び商店街等を対象とした研修・セミナー等の振興育成事業等を実施した場合に補助金を交付することで、市内の商業の振興を図る。

12 茨木市

共同施設関連事業

（商店街等が共同施設を設置する経費の一部を補助）

ht tp:/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ kikou/

s angyo/ s houkou/ me nu/ s hokos hinko/

s hokogyo/ s hokogyo/ kyodos his e t s u.ht

ml

商店街・小売市場振興事業補助

市内産業の振興と地域の活性化を目的とした、下記に該当する事業に対して、事業に要する経費の一部を補助。
　①認知度向上事業　　　市内の企業や商品等の認知度を高め、販売促進につながる事業
　②付加価値向上事業　 付加価値の高い商品等を試作・開発し、競争優位性を高める事業
　※ ともに、特定の事業者の利益の増進に限定される事業でないこと

商店街・小売市場

商店街・小売市場



市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

ht tps :/ / www.c ity.ibaraki.os aka.jp/ jigyo

us ya/ koyo/ yus hi/ 42238.html
創業支援利子補給制度

次のすべての該当する方
①特定創業支援事業に係る市の証明を受けた方
②①の交付後、令和５年３月31日までに利子補給対象融資の実行を受けた方
③創業して５年を経過するまでに利子補給対象融資の実行を受けた方
④借入金を市内の事業所の運転資金または設備資金にあてる方
⑤申請時点で市内に事業所を有し、かつ市内で事業継続の意思がある方
⑥市税を滞納していない方

支払った利子のうち１％相当分
限度額：各年度10万円　合計30万円（一つの融資あたり）

毎年１月～12月の返済実績に基
づき、翌年１月に申請

①
ht tp:/ / www.c ity.yao.os aka.jp/ 0000017

121.html

②
ht tp:/ / www.c ity.yao.os aka.jp/ 0000017

104.html

③
ht tps :/ / www.c ity.yao.os aka.jp/ 000006

2597.html

地域商業にぎわい創出事業
①八尾市地域商業活性化事業補助金
②商業共同施設設置補助金
③八尾市商店街街路灯電気料金補助金

(1)事業協同組合
(2)商店街振興組合
(3)上記に準ずるもので市長が適当と認める団体

①市が認めるビジョン・プラン書に基づき実施する事業は、補
助率2/ 3以内または1/ 2以内（補助上限額100万円または80万
円）、その他の事業は、補助率１/ 2以内（補助上限額50万円）。
ビジョン・プラン書作りに必要となる、住民のニーズ調査等に係
る費用(補助上限額10万円）
②設置経費の30％以内（上限500万円）
（ただし補助率は施設の種類によって異なる）
③補助率1/ 2以内（上限15万5,000円）

①、②前年10月末までに、エント
リーシートまたは計画書を提出。
事業実施までに申請書を提出
③１月１日～1月31日までに、申
請書を提出

-
地域商業にぎわい創出事業
④地域商業活性化アドバイザー

(1)事業協同組合
(2)商店街振興組合
(3)上記に準ずる団体

人的支援 随時

-
ベンチャーエコシステム創出事業
創業支援事業（八尾あきんど起業塾）

創業希望者 受講者の自己負担あり
令和6年7月頃から受講生募集予

定

ht tp:/ / www.on- do.ne t
産業ブランディング事業
（八尾あきんどOn- Doネット）

市内商業者及び商業団体 HPへの掲載は無料（条件あり） 掲載申し込みは随時

14 泉佐野市 - 産業経済振興事業補助金

①泉佐野商工会議所
②泉佐野商業会連合
③大阪タオル振興協議会
④その他市長が認める団体

・補助対象経費の１／２以内 随時
まちの活性課

TEL:072- 469- 3131

富田林市商業活性化総合支援事業補助金（商店街
の魅力を向上させる事業）

①法人又は非法人組織の商店会及びその連合組織
②法人又は非法人組織の小売市場
③商工会
④その他市長が適当と認める団体

①まちの安全・安心に資する事業
②イメージアップを図り集客力を高めることに資する事業
③娯楽的催し物及び地域のＰＲ的催し物で地域の活性化に資する事業
④地域住民の交流を深めることに資する事業
⑤地域の伝統文化を活用し、地域文化への理解を深めることに資する事業
⑥その他社会的ニーズが高い事業

（補助対象経費）
謝金・会場借上料・通信運搬・資料作成・広告宣伝費・消耗品費・機器借上料・雑役務費・委
託料など

・補助限度額:200千円
・補助率:補助対象経費の２分の１

随時

空き店舗活用支援事業補助金 市内で新たに事業を行う事業者又は創業者
・補助限度額200千円但し新規創業者で市内商店会に加入す
る者は500千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・補助率:補助
対象経費の２分の１

随時

富田林市商業共同施設設置補助金

・補助限度額:1,000千円
・補助率:補助対象経費の３分の２
　　街路灯、防犯カメラ及びその他の防犯設備
・補助率:補助対象経費の３分の１
　　アーチ、アーケード、冷房装置、その他の設備

随時

富田林市創業支援補助金 市内創業者

①店舗等改装費
・補助限度額：300千円
・補助率：対象経費の２分の１
②広告宣伝費
・補助限度額：100千円
・補助率：対象経費の２分の１　　　※いずれか1回まで

随時

富田林市創業支援融資利子補給金 市内創業者
・補助限度額：50千円
・補助率：２分の１

随時

富田林市小規模企業融資保証料等補給金 市内事業者
・補助率
利子：２分の１
信用保証料：２分の１

随時

富田林市開業資金融資信用保証料補給金 市内事業者
・補助限度額：200千円
・補助率：２分の１

随時

- 商業活性化総合支援事業
・商店街
・商業者団体　等

①商店街等の売上及び来街者の増加に資する事業
②実施地域の複数の商業者が参画する実行委員会で行われる商業の活性化に資する事業
③街路灯、防犯設備等商店街の安全機能を高める施設の新設事業
④街路灯の維持管理事業
⑤商業者団体が商店街等で設置するコミュニティー施設の設置事業

①②謝礼金、企画・デザイン料、消耗品・備品費、ちらしの作成に係る費用、リース料、会場
費、イベント等に係る出演料、事業に係る保険料その他事業の実施に必要と認められる経費
③整備事業に係る工事費
④商店街の街路灯の使用に係る電気料金
⑤補助対象事業に係る店舗改装等に要する工事費

①補助対象経費の２分の１（補助限度額：規模に応じて、10万
円・30万円・60万円）
②補助対象経費の２分の１（補助限度額：50万円）
③補助対象経費の４分の１（補助限度額：500万円）
④補助対象経費の10分の10。街路灯の維持管理費にあって
は、LED１基に対して3,000円、水銀灯１基に対して4,000円。（Ｌ
ＥＤと水銀灯の和）
⑤補助対象経費２分の１（補助限度額：50万円）

市長が指定する期日まで

- 市場・商店街等専門家派遣セミナー
・商店街
・商業者団体 等

- 随時

ht tps :/ / www.c ity.ne yagawa.os aka.jp/ or

ganizat ion_lis t / mac hizukuris uis hin/ s an

gyos hinkos hit s u/ s youkougyou/ e s t ablis

hme nt / 20704.html

創業・商店街等出店応援事業補助金
・創業希望者
・商店街等出店希望者

市内で創業又は商店街等へ出店を行う者に対し、地域経済の活性化及び雇用の創出を促進
し、もって寝屋川市の産業振興に資することを目的とし、補助金を交付する。

＜補助対象経費＞
①市内の事業所を賃借する場合における賃借料（敷金、礼金等を除く｡)
②市内の事業所の開設に係る外装工事・内装工事費用（事業所が住居を兼ねている場合に
あっては、事業所専有部分に限る｡)
③事業所に設置する事業に必要な設備・備品の購入費用（パソコン、プリンタ、各種ソフトウェ
ア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、家具等の汎用性があり、目的外使用に
なり得るものは除く。）
④チラシ、ホームページの作成費用等事業の販路開拓に係る経費

補助対象経費の２分の１（補助限度額：50万円） 市長が指定する期日まで

- 地域商業活性化事業 河内長野市商店連合会 補助対象経費の50％以内（予算を上限とする） 6月1日～6月30日

　　　　　　　- 中小企業者経営基盤支援事業 市内事業者
補助対象経費の1/ 2

10万円が上限
別に定める

ht tp:/ / www.ks c i.or.jp/ kigyo 創業支援事業
・起業前の市民
・起業後5年以内の市内事業者

セミナー、個別相談は無料で受講可能 別に定める

- 起業家支援事業補助金
・起業前の市民
・起業後1年以内の市内事業者

補助対象経費の1/ 2

上限5万円
別に定める

魅力創造部
産業政策課

TEL:072- 924- 9356商店街・小売市場の活性化に必要な長期的なビジョン・コンセプト作りや他団体との連携など先進的な取り組みに必要なノウハウ等をアドバイスする。

八尾市内で店舗をはじめたいと考えている人や新たに商店をはじめる人を対象に、起業のノウハウや経営に必要となる知識・経験等の習得、開業前の店舗レイアウト等のアドバイスから開
業直後期のサポートを行う。

八尾市が運営するホームページ上及び個店情報（店舗基本情報・特典情報、逸品紹介など）や地域商業団体情報（イベント情報、地域貢献活動の紹介）の発信をし、商業者・消費者間の
ネットワーク形成や地域商業振興を支援する。

左記のすべてに該当する方に対し、支払い済みの利子の一部を補助。
証明書の発行日以降、最初の補給対象融資の実行日から３年。

八尾市

住民福祉の向上に寄与するとともに、市内商業の振興や商店街等の活性化を図ることを目的に、商業団体等が行う事業や商業共同施設等の設置、維持管理する街路灯の電気代に対し
補助金を交付する。

①中小企業者の経営の安定及び振興に関する事業
②地場産業及び商店街の活性化に関する事業
③業界の組織化、情報提供等の振興に関する事業
④産業、特産品の宣伝に関する事業
⑤業界が必要とする労働力の確保並びに雇用の安定、開発に関する事業
⑥その他本市における経済活動の安定、推進を図るうえで有益であると市長が認める事業

15 富田林市

13

16 寝屋川市
商店街等からの要望により、経営支援アドバイザー等を派遣し、セミナーの開催を通じて商店街全体や各店舗の経営改善の助言を行うとともに、商店街の組織力強化、販売促進に資する
指導等を実施する。

17 河内長野市

市内の中小小売商業団体が、その発展向上を図るため、以下の各種事業を実施した場合、予算の範囲内において、
その事業費の一部を補助することにより、本市の商業の発展を図る。

(1)　市内の商店及び商店会の事業活動の振興と消費者ニーズの促進に資する事業で市長が適当と認める事業
(2)　環境・リサイクル活動、社会福祉活動、防犯活動等、安心・安全で活気ある地域づくりを推進するための事業で
　　市長が適当と認める事業
(3)　経営の改善・向上に役立つ調査、研究又は、研修事業で市長が適当と認める事業

市内中小企業者等の経営基盤の強化や技術力の向上を図り、市内産業の発展を図る。

(1)人材育成支援
役員や従業員が国家資格等を取得する際に要した費用の一部に対し補助金を交付

まちづくり推進部
産業振興室

℡：072- 828- 0751

(直通）

セミナーや個別相談の実施により、創業や創業後の経営に必要なノウハウの習得をサポート

市内産業の振興に繋がる起業促進を図るため、特定創業支援を受けた左記の者に対し、以下の補助金を交付
(1)広告宣伝費

産業観光課
TEL:0721- 53- 1111

(内線474）

空き店舗を活用し、市内で新たに事業を行う際に係る店舗等改装費の一部を補助

共同で環境整備のため設置する事業に対し、補助を行う。共同施設とは、アーチ、アーケード、冷房装置、防犯カメラ及びその他の防犯設備、その他の設備をいう。また、補助対象経費に
は、リースによる設置も含む。（リース契約をした属する年度から5年以内の各年度に要した経費）

市内で新たに創業する際に係る経費の一部を補助

市内で新たに創業する際に日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用し融資を受けられた方に対して、利子額の一部を補給

富田林市小規模企業融資を利用した方へ、融資に必要な信用保証料および利子額の一部を補給

開業資金融資を利用した方へ、融資に必要な信用保証料の一部を補給



市町村名
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事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

- BCP推進事業補助金 市内事業者
各事業ともに
補助対象経費の1/ 2

上限20万円
別に定める

- 中小企業事業資金利子補給金 市内事業者
返済済利子の1/ 2

上限5万円
別に定める

- 施設整備事業補助金 市内事業者
補助対象経費の1/ 2

上限10万円
別に定める

- 地域商業活性化事業 商店会等
補助率：1/ 2

補助限度額：70万円
（一団体につき一年度内100万円まで）

補助対象事業の実施日の７日前
まで

- 商店街電灯維持管理事業 商店会等 補助率：全額

４月分から９月分は１０月３１日ま
で

１０月分から３月分は３月３１日ま
で

- 商店街防犯カメラ維持管理事業 商店会等 補助率：全額

４月分から９月分は１０月３１日ま
で

１０月分から３月分は３月３１日ま
で

- 意欲ある事業者経営支援事業 市内事業者

臨時展示場：補助率1/ 3　常設展示場：補助率1/ 2　大規模商
業施設内の臨時展示場：補助率1/ 2または2/ 3　補助限度額：1
事業につき5万円または10万円、1団体につき年度内20万円ま
で

別に定める

- 小規模事業経営支援事業 松原商工会議所 補助率：1/ 2（上限700万円） 別に定める

- 商店街活性化商業基盤施設整備事業 商店会等 補助率：3/ 4（上限7,500万円） 別に定める

- 松原市まちなか活性化支援事業 松原商工会議所・商店会等
1年目 補助率：10/ 10

2年目以降 補助率：3/ 4

（上限400万円）
別に定める

- 商店街等防犯対応設備設置事業 商店会等 補助率：3/ 4（上限500万円） 別に定める

- 中小企業融資信用保証料補給金 市内事業者 補助率：全額 別に定める

- 中小企業融資利子補給金 市内事業者 補助率：1/ 2 別に定める

- 商店街空き店舗創業等支援事業
・創業者
・坪月商３０万円以上の飲食店を営む既存事業者

【創業者】
・賃料
　補助率：1/ 2（上限5万円/月）
（補助期間24ヶ月間）
・改装費等
　補助率：1/ 2（上限50万円）
【既存事業者】
・改装費等
　(基準額)補助率：1/ 4（上限250万円）
　(加算額)補助率：1/ 4（上限250万円）

別に定める

- 地域一体型オープンファクトリー推進事業 市内に事業所を有するものづくり事業者 補助率：1/ 3（上限5万円） 別に定める

- 中小企業奨学金返還支援事業 市内事業者
補助率：1/ 2（従業員1人あたり上限1万円/月）
（補助期間最大3年間）

別に定める

- 中小企業人材育成支援補助金 市内事業者
支払った受講料（教材費を含む）の2分の1以内（1人あたり①上
限5万円、②上限3万円）

随時

- 商業支援事業 大東まちゼミの会 不要

- 事業資金融資信用保証料補給金 市内事業者 支払った保証料の2分の1（上限5万円） 随時

- 大東ビジネス創造センター D- Biz　相談支援 市内事業者・創業希望者 随時

- 夢をかなえる起業応援補助事業 創業希望者 創業補助金１件100,000円 随時

- 商店街活性化事業補助金 和泉市商店連合会
・商店街基盤強化事業→事業費の2/ 3以内

・商店街魅力創出事業→10割補助
市長が指定する期日

ht tps :/ / www.c ity.os aka-

izumi.lg.jp/ kakukano/ s angyoubu/ s angy

os inkos itu/ s youkoukanko/ gyoumu/ s o

ugyous ie nn/ 1560920544696.html

創業等支援補助金 市内において新たに事業を始める事業者

①改装及び改修に要した経費の1/ 2以内
②広告宣伝費に要した経費の1/ 2以内
③備品費に要した経費の1/ 2以内
※①、②と③を合計して補助限度額３０万円
④月額家賃の1/ 2以内
（月額補助限度額：商店街に加入する場合は5万円、それ以外
の者は２万５０００円）
（補助期間：6箇月）

市長が指定する期日

- 商工業振興補助事業

・箕面商工会議所
・市内の商店街及びその連合会
・市内の小売市場及びその連合会
・その他市長が適当と認める団体

事業費から当該補助金の額を差し引いた額の75パーセント以
内の額

市長が指定する期日まで

- 商工業振興補助事業（商業活性化事業） 箕面商工会議所 経費の65パーセント以内の額 市長が指定する期日まで

22 柏原市
ht tp:/ / www.c ity.kas hiwara.os aka.jp/ do

c s / 2022060700049/
新規出店促進事業者補助金

柏原市において、空き家又は空き店舗（賃借物件に限る。）を活用し、小売業等
の出店を行った者で、市が定める要件に該当する者

①補助対象経費の２分の１以内（上限10万円） 随時
市民部 産業振興課
TEL:072- 972- 1554

- 羽曳野市商工会補助金 羽曳野市商工会 補助限度額11,000千円 当該年度12月15日まで

18 松原市

中小小売商業団体の組織の活性化、消費者に対するサービスの向上、地元小売商店の必要性をアピールするための共同イベントの開催や経営・店作りの研究・研修会等の各種事業を開
催した場合にその事業費の一部を負担する。

防犯対策の機能を有する商店街電灯の効率的な運用を図るため、商店街電灯の維持管理費用に対してその全額を負担する。

防犯対策の機能を有する商店街防犯カメラの効率的な運用を図るため、商店街防犯カメラの維持管理費用に対してその全額を負担する。

市内事業者の臨時展示場及び常設展示場への出展に対し、出展料の一部を負担する。

商工会議所が実施する小規模事業者の経営又は技術改善・発達のための事業に対して事業費の一部を負担する。

商店街が地域の特性をいかしつつ、商店街の魅力を向上させるために設置する公共的共同施設の整備に対し、その施設費もしくは工事費の一部を負担する。

まちなかの抱えるさまざまな課題解決に向けて、松原商工会議所や商店会等が住民などを巻き込んで民間主導による実現可能性の高い取り組みを継続して行うきっかけづくりを実施した
場合に、その事業費の一部を負担する。

商店街や地域の防犯を図るために設置する防犯対応設備（防犯カメラ等）の整備に対し、その物件費や工事費の一部を負担する。

松原市小規模事業者融資を利用した事業者に対して、融資に必要な信用保証料を補給する。

松原市小規模事業者融資を利用し、約定どおり完済した事業者に対して、利子の一部を補給する。

市内商店街の区域に所在する空き店舗を活用して店舗を開設する創業者等に対し、空き店舗を活用して営業を開始するために必要な改修費等の経費の一部を支援する。

地域一体型オープンファクトリーに参加するために主催者（実施団体）へ支払う参加料や、工場内に見学者を受け入れるための環境整備費等の一部を補助する。

奨学金の代理返還や奨学金を手当等で支給することで、従業員の奨学金の返還を支援する中小企業に対し、従業員に支援した経費の一部を補助する。

産業振興課
TEL:072- 337- 3112

羽曳野市商工会が行う商工業振興事業（商工業の経営改善普及事業又は一般事業等を行う事業者に対し助言又は指導を行う等）に対する補助金の交付する

21 箕面市

商店街の活性化に資する国、府、公益的法人等からの補助金の交付を受けて行う事業のうち、市長が認める事業
地域創造部
箕面営業室

TEL:072- 724- 6727

箕面商工会議所が行う周辺の商業環境の変化に対応するための事業（箕面山七日市やまちゼミ等）運営に要する経費のうち、市長が適当と認めるもの

20 和泉市

商店街等各種団体が商店街等の活性化を促進する事業（商店街基盤強化事業、商店街魅力創出事業）を実施した場合、事業経費の一部を補助することにより、商店街及び商業団体の振
興及び活性化を図ります。

環境産業部
産業振興室
商工観光担当

TEL:0725- 99- 8123
市内において新たに事業を始める事業者に対し、創業に必要な経費の一部について補助金を交付することにより、創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的とします。
補助対象者の要件として、創業支援等事業計画における認定 連携特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けている又は創業の日までに当該証明を受ける必要がありま
す。

19 大東市

大学や公的機関等が実施する①後継者育成、②人材スキルアップを目的とした各種研修を受講した事業者に対し、研修受講料の一部を補助する。

産業・文化部
産業経済室

TEL:072- 870- 4013

大東まちゼミのチラシを広報誌と同時配送する。

大阪府が実施する小規模企業サポート資金融資、または開業サポート資金融資を受けた際に支払う信用保証料に対して補助を行う

市内事業者や創業希望者に対し、「売上向上」「創業促進」につながる相談支援を行う。

市内で創業する者に対して、補助を行う

市内中小企業者等の非常時対応力の強化や防災力の向上を図り、市内産業の発展を図る。
(1)BCP策定・改善事業
専門家を活用したBCPの策定又は改善に要した費用の一部に対し補助金を交付
(2)防災措置事業
策定したBCPの実効性向上のために必要となる防災措置の実施等に要した費用の一部に補助金を交付

(株)日本政策金融公庫の一部融資を利用する市内中小企業者に対して、返済利子の半額を補給することにより市内産業の発展を図る。

市内事業者が、事業所見学受入体制の整備等のため、当該事業所を公開するための事業に係る資料の作成、設備の設置、工事を行うこと等に要する経費に対し補助金を交付する。

産業観光課
TEL:0721- 53- 1111

(内線486）

店舗改装費（内装工事費、外装工事費、給排水工事、電気工事等に係る経費）
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ht tps :/ / www.c ity.habikino.lg.jp/ s os hiki

/ tos himiryoku/ ke izairoudou/ s yoko/ 20

5.html

羽曳野市小企業事業資金融資信用保証料補給金 市内事業者
・補助率
信用保証料：半額

完済後１年以内

ht tps :/ / www.c ity.habikino.lg.jp/ s os hiki

/ tos himiryoku/ ke izairoudou/ s yoko/ 85

34.html

羽曳野市地域活性創業支援補助金 市内での創業予定者
①補助対象経費の２分の１以内
②補助対象経費の２分の１以内
※①と②の合算した額の上限は20万円

当該年度2月末日まで

事業に要する経費の２０％・千円止め
（１団体上限２０万円）

事業に要する経費の１０％・千円止め
（１団体上限２００万円）

事業に要する経費の１０％・千円止め
（１団体上限１００万円）

-
地域商業振興事業
（商店街街灯電気代補助事業）

商店会・商店街振興組合
商店街（会）街灯に要した電気代の50％以内
（１団体上限50万円）

当該年度２月15日まで

商業振興対策事業補助金
①研修及び講習会事業

商業団体が開催する研修及び講習会の講師謝礼金並びに公的機関が開催する研修会の負
担金

50％以内（1商業団体当り年5万円）

商業振興対策事業補助金
②商業活性化事業

商業団体が主催する活性化事業
【イベント等】
地域催し物
 ・文化的催し物（コンサート、絵画展、習字展など）
 ・教育的催し物（ふれあい学習など）
 ・地域P R的催し物（イルミネーション、商業マップなど）
 ・その他市長が適当と認める催物
【商品開発】
・商業団体が特に重点を置く商品の開発

50％（イベントの開催については、１商業団体当たり30万円（他
の商業団体と連携して実施する場合は、60万円）。商品開発に
ついては、１商業団体当たり20万円。ただし、申請は１会計年
度当たり１回限りとする。）

商業振興対策事業補助金
③共同施設整備事業

商業団体が次に掲げる商業共同施設を整備した場合
 ・街路灯・アーチ・アーケード・冷房装置・カラー舗装
 ・防災施設・駐車場・コミュニティ関連施設など
 ・その他市長が適当と認める施設

事業費の20％以内（1商業団体年100万円）

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ h

ojokinjos e is e ido/ 23252.html

施設整備事業＜ハード事業＞
　①事業費の30％、50％（上限500万円）
　②事業費の100％（上限なし）

事業実施前に申請書を提出
事業完了後に報告書を提出

-

活性化支援事業＜ソフト事業＞
　①～②事業費の30％、50％（上限50万円）
　③～④事業費の30％（上限50万円）
　⑤事業費の30％（上限30万円）

事業実施前に申請書を提出
事業完了後に報告書を提出

-

その他事業
　①事業費の30％（上限50万円）
　②事業費の50％（上限50万円）
　③事業費の100％（上限50万円）

事業実施前に申請書を提出
事業完了後に報告書を提出

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s ang

you/ s houkougyou/ yuus hi/ 5239.html
中小企業金融対策事業 摂津市中小企業事業資金融資（市町村連携融資）利用者 保証料の全額（上限30万円）、利息の1/ 2 融資完済後

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ h

ojokinjos e is e ido/ 23221.html

中小企業育成事業補助金 市内で引き続き1年以上事業を営む中小企業者
研修受講料・出展料の1/ 2。ただし、１事業所につき、１年度あ
たり50,000円を上限とする。常設の展示場での展示は1か月分
を補助する。

研修及び出展終了後

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ k

e ie is oudann/ 23285.html

中小企業経営改善コンサルタント派遣 市内で１年以上継続して事業を営み、本市が派遣を必要と認めた中小企業者 全額 申込時

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ s

e t t s ubrand/ inde x.html

中小企業応援プロジェクト！摂津ブランド認定制度 市内事業者
大阪勧業展への共同ブース出展
出展料・広報費補助：上限10万円までを3か年度
経営指導：1年度内3回まで

認定品募集：7月頃予定（1カ月）
認定後支援：随時

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ k

e ie is oudann/ 23284.html

摂津ビジネスサポートセンター
経営相談支援

市内事業者 全額 電話等にて申込

- 中小企業等新商品開発支援補助金 市内事業者 新商品開発に係る補助対象経費の1/ 2の額。(上限100,000円)

新商品開発を行う前に事業計画
書を市へ提出。

新商品完成後、交付申請。

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ s

ougyous hie nn/ 23259.html

起業者融資補助金 市内創業（予定）者
5万円（要件として、指定する創業融資を利用し、その融資額が
50万円以上かつ返済回数12回以上のもの）

指定の融資実行後

ht tps :/ / www.c ity.s e t t s u.os aka.jp/ s os hi

ki/ s e ikatukannkyou/ s angyous hinkouka

/ s houkougyou/ kigyoujigyous hos hie n/ s

ougyous hie nn/ 23257.html

起業促進テナント賃借料補助金 市内で飲食店を創業する個人または新たに設立した中小企業

補助額：テナント賃借料（共益費及び消費税除く）の2分の1、上
限5万円/月

補助期間：事業開始から6か月分（商店会等の商業団体に加
入する場合は12か月分）

創業5年後まで

- スクラッチカード発行事業 市内小売店舗 11～12月末実施予定

26 高石市 - 商業共同施設設置補助金

・事業共同組合及びその連合会
・商店街振興組合及びその連合会
・商工組合
・協業組合
・上記に準ずる団体（ただし小売市場は、小売商業調整特別措置法の許可を受
けたものに限る。）

・事業費が100万円以下の場合
　　その金額の1/ 2以内
・事業費が100万円を超える場合
　　超える額の1/ 3以内の額を上記に加算した額
・限度額300万円

別に定める

総合政策部
まち未来戦略室
産業共創課

TEL:072- 265- 1001

(内線7309）

補助率1/ 2　限度額3,000千円 随時

補助率1/ 3　限度額500千円
（但し連合組織1,000千円）

随時

１回目補助率1/ 2　２回目補助率1/ 3　３回目補助率1/ 4　一団
体年間限度額300千円
（但し連合組織500千円）

随時

補助率2/ 3　限度額1,000千円
（但し連合組織のみ）

随時

24 門真市
ht tps :/ / www.c ity.kadoma.os aka.jp/ mac

hizukuri_rodo/ s hogyo/ 5094.html

・商店街及びその連合組織
・小売市場及びその連合組織
・個人商店からなる団体及びその連合組織

街路灯、アーチ、アーケード、冷暖房施設、ごみ焼却炉、共同倉庫、厚生施設、その他の施設

- 藤井寺市商店街等活性化推進事業 商店街組合、小売市場、連合組織など

【共同施設設置事業】
アーケードや防犯施設など施設の整備・改修に対し支援

【空き店舗活用事業】
ソフト事業を伴う空き店舗を活用した事業に対し支援

【販売促進事業】
共同で取り組む販売促進のための事業に対し支援

【キャッシュレス化推進事業】
キャッシュレス化の推進により活性化を図る事業に対し支援

25 摂津市

商工業活性化対策補助事業

・摂津市商工会及びその加盟団体
・商店街振興組合及び事業協同組合
・商店連合会及びその加盟団体
・その他市長が必要と認める団体

施設整備事業＜ハード事業＞
①共同施設設置事業
商業集積地の活性や安全安心に資する共同施設
②街路灯維持管理事業
商店街の街路灯の電気料金

産業振興課

TEL:06- 6383- 1362

活性化支援事業＜ソフト事業＞
①イベント開催事業
地域住民などの交流を通じて市内の商工業活性化を図る事業、高校や大学等の教育機関と連携し地域の活性化を図る事業、まちの安全・安心に資する事業
②空き店舗等活用促進事業
商店街が空き店舗を借り上げ、教養文化施設、スポーツ施設、駐輪場、魅力を高める店舗、不足している業種店舗など定着が見込める施設を誘導し、地域の活性化につなげるもの
③活性化計画策定事業
商店街等の活性化計画策定などの取組みに要する経費
④協同組合等法人設立支援事業
組織強化を図るための事業協同組合等の法人設立に要する経費
⑤組織強化事業
商工業団体が独自に行う組織強化及び活力を再生する次世代のリーダーを養成する研修、講習会の経費

その他事業
①活性化関連事業１
上記の事業に該当しないものまたは複数の事業に関連し区分が困難な事業
②活性化関連事業２
事業の取組みや期待される効果などから、補助率に一定の配慮を必要とする事業
③活性化関連事業３
事業の取組みや期待される効果などから、補助率に特段の配慮を必要とする事業

摂津市中小企業事業資金融資（市町村連携融資）の完済者に対し、保証料は完済時に全額補助、利息は完済時に1/ 2補助する。

市が指定する研修機関で受講した経営者と従業員の研修費の1/ 2、及び販路開拓・取引先拡大に結びつく展示会等への出展費の1/ 2を補助。

事業所に中小企業診断士、税理士等の専門家を派遣し、経営に関する相談や助言を行う。１事業所につき、単年度３回を限度とする。

市内事業所で生産・製造・加工され、一定の基準を満たす優れた商品等を、「摂津ブランド認定委員会」の審査により「摂津ブランド」として認定し、広く発信していく。認定された事業者に
は、ロゴマークの使用権の付与、商談会の出展料（P Rの為の広報費補助など）摂津ブランドのP Rの為の支援を行う。

23 羽曳野市
経済労働課

TEL:072- 947- 3726

羽曳野市小規模企業融資を利用し完済した方へ、融資に必要な信用保証料の半額を補給

創業時における①設備費用及び②店舗改装にかかる費用の一部を補助

- 地域商業振興事業 商店会・商店街振興組合・商店会連合会

【催事事業】
地域住民のふれあいの場を創出する事業に支援

当該年度12月15日まで
【施設及び設備設置事業】
街路灯など施設の設置や修繕に対して支援

【活性化及び近代化事業】
キャッシュレス化や活性化を図るための計画策定、販売促進事業に対する支援

街路灯の電気料金に対する補助

経営に関する課題や悩みについて相談するビジネスサポートセンターを設置。新たな販路開拓、新製品開発、業態転換への支援など多様な相談に対応する。毎週火、木曜日に1回あたり
90分で無料で対応。

中小企業者等の新たな事業展開を支援するため、一般消費者向けの商品開発に係る経費の一部を補助する。新商品開発に取り掛かる前に市に事前に事業計画書を提出し、新商品の開
発に努めていただく。

日本政策金融公庫が提供する「女性、若者／シニア起業家支援資金」、「新規開業資金」、株式会社池田泉州銀行の創業応援ローン「夢ひろがる」、北おおさか信用金庫の創業支援融資
「始めくん」、「北おおさかスタートローン」、株式会社近畿大阪銀行の創業支援ファンド「トライG」、「テイクオフ」を受けられた市内創業者に対して、一律５万円の補助金を交付する。

テナント賃借料（共益費及び消費税除く）の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間（商店会等の商業団体に加入する場合は12か月）を補助する。

参加店舗で買い物をしたお客様にスクラッチカードを配付。出た金額に合わせて次回の買い物に金券として使用できる。はずれ券は必要枚数を集めると店舗からのプレゼントがもらえる。

事業に要した経費（予算の範囲内において交付） 事業実施前
市民文化部
産業振興課

TEL:06- 6902- 5966
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事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

補助率1/ 3　限度額300千円
（但し連合組織500千円）

随時

（マーケティング枠）補助率1/ 2　限度額200千円
（事業展開枠〉補助率1/ 2　　限度額300千円
（ツール導入枠）補助率10/ 10　最大39.6千円

随時

補助率1/ 2　限度額300千円 随時

（未来投資枠）補助率1/ 2　限度額1,000千円
（伴走支援枠）事業者費用負担なし
（先端設備枠）補助率1/ 3　限度額1,000千円
（BCP策定支援枠）補助率1/ 2　限度額100千円
（省力化推進枠）補助率1/ 2　限度額　500千円

随時

（創業支援枠）補助率1/ 2　限度額500千円
※代表者が藤井寺市民の場合、補助率2/ 3

（新規立地枠）補助率1/ 2　限度額500千円
随時

ht tp:/ / www.c ity.higas hios aka.lg.jp/ 000

0002937.html
にぎわいづくり事業（補助事業） 商店街・小売市場

補助対象経費の70％以内
補助限度額10万円（連合団体事業は50万円）
※連合団体事業・・・商店街・小売市場等２団体以上が連合で
事業を実施する場合

随時

ht tp:/ / www.c ity.higas hios aka.lg.jp/ 000

0003022.html
地域力強化事業（補助事業） 商店街・小売市場

プレミアム経費の1/ 2又は発行総額の５％のいずれか低いほう
を補助。補助限度額300万円。

随時

ht tp:/ / www.c ity.higas hios aka.lg.jp/ 000

0002679.html
空き店舗活用促進事業（補助事業） 市内商店街で開業をされる方

補助対象経費の50％以内
補助限度額　改装費補助：80万円

R6.5.1～R7.2.21

- 空き店舗開業支援事業（アドバイザー派遣事業）
市内商店街で開業をされる方
（※上述の空き店舗活用促進事業補助金の補助金交付事業者が対象）

１店舗につき1回まで派遣可能 随時

ht tp:/ / www.c ity.higas hios aka.lg.jp/ 000

0002635.html

ht tp:/ / www.c ity.higas hios aka.lg.jp/ 000

0002671.html

共同施設設置事業（補助事業） 商店街・小売市場
補助対象経費の15～40％以内
補助限度額500万円
（情報機器は300万円）

随時

- 商業振興コーディネート事業 市内小売店、飲食店、商店街等 － 未定

ht tps :/ / www.c ity.s e nnan.lg.jp/ bus ine s s

/ s hie n/ 1472643314597.html
泉南市空き店舗等活用対策事業補助金

市内及び市長が定める市内の賑わいエリアにおいて、空き店舗等（空き店舗・
空き家）を活用して事業を開始しようとする事業者

・空き店舗等の賃借料
（１ヶ月の家賃の１/ ２、あるいは、３万のどちらか低い額（24ヶ
月））
・空き店舗等の改修、備品購入費用、広告宣伝費用
（対象経費の合計の１/ ２、上限50万円）
・空き店舗等の買取費用（上限100万円）
なお、賑わいエリア内の創業の場合、補助率を2/ 3に引き上
げ、さらに市で定める特定業種を営む場合には補助限度額の
引き上げを行う。

随時

ht tps :/ / www.c ity.s e nnan.lg.jp/ kakuka/

s himins e ikatu/ s angyous hinkou/ s hokor

odokakari/ 8524.html

泉南市創業支援事業 本市で創業を希望している者 － -

ht tp:/ / www.c ity.s e nnan.lg.jp/ bus ine s s /

kigyo/ 1458795196246.html
企業立地促進奨励金 市内全域への進出企業

1 立地促進奨励金
取得した土地及び家屋に係る1会計年度の固定資産税及び都
市計画税の合計額の1/ 2を５年間交付（第1号指定事業者は上
限2,000万円、第2号又は第3号指定事業者は上限3,000万円）
2 雇用促進奨励金
操業開始から２年を経過した日において、１年以上継続して泉
南市民を新規正規従業員として雇用している場合、当該従業
員１人につき20万円を1回に限り交付（上限1,000万円）
3 水道料金又は下水道使用料助成金
操業開始から２年を経過した日において、指定事業者が納付し
た水道料金又は下水道使用料の1/ 10を１回に限り交付（上限
100万円）
4 土地活用促進奨励金
指定事業者があらたに土地を賃借することによって、当該土地
に係る固定資産税の課税標準額が２倍以上になる場合、土地
所有者に固定資産税及び都市計画税の合計額の1/ 2を５年間
交付（第1号指定事業者は上限2,000万円、第2号又は第3号指
定事業者は上限3,000万円）
5　地域環境保全対策奨励金
第２号指定事業者が周辺環境対策、周辺防災対策又は周辺
景観保全対策に資する施設及び設備を整備した場合、当該施
設等の整備に係る費用に対して、奨励金を交付（上限3,000万
円）

－

成長戦略室
連携戦略課

TEL：072- 447- 8816

30 四條畷市
ht tp/ / www.c ity.s hijonawate .lg.jp/ s os hi

ki/ 14/ 48750.html
市内事業者支援事業委託 市内中小企業者等 委託事業 事業実施前

地域振興課
TEL:072- 877- 2121

-
商業振興事業／商業共同施設維持管理事業
（交野市産業振興事業補助金）

市内の商店会 補助対象経費の50％以内（予算の範囲内） 市長が指定する期日まで

ht tps :/ / www.c ity.katano.os aka.jp/ doc s

/ 2014062500017/

展示会・見本市等出展支援事業
（交野市産業振興事業補助金）

商業者・工業者・農業者又は、観光団体 １件につき、上限５万円（予算の範囲内） 市長が指定する期日まで

ht tps :/ / www.c ity.katano.os aka.jp/ doc s

/ 2014062500017/

産業人材育成事業
（交野市産業振興事業補助金）

①市内中小企業者
②５者以上の市内中小企業者で構成される団体並びに市内の農業、商業、工
業及び観光団体で構成されるグループ

１件につき、上限3万円（予算の範囲内） 市長が指定する期日まで

31 交野市

公衆街路灯（広告灯を除く）、装飾電灯、照明器具の光熱費等を補助する

総務部
地域振興課

TEL:072- 892- 0121

自社製品又は技術の販路開拓のため、国内（市内を除く）展示会・見本市に出展する際の出展費用を補助する

①指定機関で行われる研修、講習等のうち、技術、商品等の開発及び向上並びに経営力の強化を目的として実施される研修、講習等に係る受講料、受講に義務付けられたテキスト等購入
費等を補助する。
②市内産業界に必要な人材の育成及び確保を目的として開催する研修、講習等に係る講師謝礼、会場費等を補助する。

空き店舗等（空き店舗・空き家）に出店する事業者に対して、その経費の一部を補助する。 市民生活環境部
産業振興課
商工労働係

TEL:072- 483- 8191

関係機関による創業支援ネットワークを構築し、各機関の強みを生かした支援の連携を図るとともに、創業塾や個別相談の実施により、創業や創業後の経営に必要なノウハウの習得をサ
ポート

市内全域を対象とし、進出を図る事業者のうち要件を満たしたものを指定事業者として指定し、産業の振興及び経済の活性化を図ることを目的とし立地奨励金を交付する。指定の際は、業
種・本社機能の有無により以下の区分ごとに指定し、指定区分に応じて奨励措置の内容が変わる。
①第1号指定事業者・・②及び③の規定に該当しない指定事業者
②第2号指定事業者・・・宿泊業を行う指定事業者
③第3号指定事業者・・・本社機能を有する事業所を本市の区域内に設置する指定事業者
【令和２年４月１日泉南市企業立地促進条例施行】
【令和5年9月28日泉南市企業立地促進改正条例施行】

29 泉南市

地域経済の好循環を創出するとともに、各事業所の職場環境の改善を推進していくこと、また、新規起業を行う創業希望者に対して創業支援を行うことで、市内商工業の活性化を図ること
を目的として、四條畷市商工会と連携して、以下のメニューに対し補助を行う。
【既存事業者向け】①設備導入支援補助金　②販路開拓支援補助金　③事業計画策定支援補助金
【新規創業者向け】①新規創業改修等支援補助金　②創業支援補助金　③事業計画策定支援補助金
また、上記以外に創業に係る相談事業、セミナー等の実施、市内商工業活性イベント事業等を行う。

27 藤井寺市

ht tps :/ / www.c ity.fujiide ra.lg.jp/ s os hiki/

s himins e ikat s u/ s youkou/ potaru/ hojoki

n/ 16391.html

藤井寺市事業者支援補助金 市内事業者

【各種調査・計画策定】
活性化を図るために行う各種調査の実施や計画策定に対する支援

【販路拡大型】
（マーケティング枠）展示会、商談会、フェアなどに商品等を出展し、ビジネス機会を広げようとする事業のうち出展料、小間料、会場整備費に対し補助するもの。
（事業展開枠）事業拡大・販路開拓など、新たな事業展開に取り組むためにかかる費用を補助するもの。
（ツール導入枠）金融機関ネットワークを活用した販路開拓・経営支援のデジタルツール「Big Advanc e」の月額利用料を補助するもの。

【人材活用型】
（人材募集枠）求人広告媒体などへの掲載にかかる費用を補助するもの。(正社員の募集に限る）
（人材育成枠）従業員向けの研修にかかる講師料や外部研修参加費を補助するもの。

28 東大阪市

商店街、小売市場等の小売商業者で組織する団体が行うイベント事業（盆踊り・夜市など）に対して支援する。

【企業価値向上支援型】
(未来投資枠)

環境に配慮した製品開発や業務効率化のためのデジタルツールの導入など、SDGs  を取り入れて自社の魅力をアップさせる事業にかかる費用を補助するもの。
（伴走支援枠）
　ＤＸの導入や労働環境の改善など、自社の価値向上に取り組むにあたり、外部専門家の相談・サポートを受けられる制度。
（先端設備枠）
藤井寺市において先端設備等導入計画の認定を受けて設備を導入する際、設備取得にかかる費用を補助するもの。
（BCP策定支援枠）
BCP（感染症や自然災害が発生しても企業活動を継続していくための計画）策定にたり外部委託にかかる費用を補助するもの。
（省力化推進枠）
中小企業省力化投資補助金の採択を受けて取り組む事業に対し自己負担分を補助するもの。

【創業支援型】
（創業支援枠）
藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講された方で、受講証明書の交付を受けた方が、起業する際にかかる費用を補助するもの。
（新規立地枠）
新規立地店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料を補助するもの。

東大阪市内の個店および商店街がＳＮＳを活用して販路を開拓、販売力を強化できるよう支援し、市内の商業活性化を図る。

商工労働課
TEL:072- 939- 1337

都市魅力産業スポーツ
部商業課

TEL:06- 4309- 3176　空き店舗活用促進事業補助金の円滑な運用と、店舗の経営力アップを目的に、空き店舗活用促進事業補助金のうち、補助金交付店舗を対象に「東大阪市開業支援アドバイザー」を派
遣。店舗開業時、開業後の経営面での専門家サポートを通じて開業予定者の経営力アップを目指す。

商店街、小売市場等の小売商業者で組織する団体が行うハード整備事業を支援する。
①街路灯、アーケード、放送設備、冷房設備、コミュニティ関連施設等の共同施設を設置、又は補修。（法令に違反する施設は除く）※アーケード撤去事業も補助対象事業とする
②顧客や商品等の情報を入力し、管理、検索、通信等を行える機能を有する情報機器及びその周辺機器の購入。

地域の中核的な役割を果たしている商店街、小売市場の集客力及び競争力強化を図るために、商業団体ごとに取組む共通通貨やプレミアム付商品券発行事業等を支援する。

市内商店街の区域内で開業を予定している方で、商店街の空き店舗を活用し開業をする事業に対して補助金の交付による支援を行う。
（補助対象事業者については諸条件あり。）



市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

- 産業支援相談事業（委託料） 市内中小企業者等 － -

- 商業共同施設設置事業
事業共同組合等の法人格を有する団体
上記に準ずる団体

補助率1/ 10以内　限度額100万円 前年度の10月末まで

- 地域商業活性化事業
小売商業者等が共同して市内の商店街等において事業を実施するために任意
に組織する団体

地域住民のふれあいの場を創出すると認められる催し事業
（補助対象経費）
人件費、広告宣伝費、会場設営費、講師謝礼、消耗品費、借損料等

補助対象経費の1/ 2以内
（1団体につき、1年度30万円を限度）

事業を実施する日の15日前まで

ht tps :/ / www.c ity.os akas ayama.os aka.jp

/ s os iki/ s imins e ikat s ubu/ s angyounigiw

aizukuri/ 4/ 2/ 1466988555803.html

創業支援補助金交付事業 特定創業支援事業による証明を受けた本市内で創業する者 事業の創業に係る経費の一部を補助
（補助対象経費）
設備経費、広告宣伝費

補助対象経費の1/ 2以内　限度額20万円
（ただし、大阪狭山市内に主たる事業所のある事業者に発注・
支払いをする場合は限度額30万円）

随時

ht tps :/ / www.c ity.os akas ayama.os aka.jp

/ s os iki/ s imins e ikat s ubu/ s angyounigiw

aizukuri/ 4/ 3/ 1655189463382.html

移動販売等導入事業補助金交付事業 市内で新たにキッチンカー等を導入して移動販売を実施する者 キッチンカー等の購入・制作に要する経費の一部を補助
（補助対象経費）
車両購入費、改造費、設備導入経費

補助対象経費の1/ 2以内　限度額30万円 随時

- 阪南市商業会連合会運営補助 阪南市商業会連合会
商業会連合会が行う商業の実態、将来予測のための調査費
及び事業費等とし補助対象経費等を勘案し、市長が必要と認
めた額とする。

５月末

ht tp:/ / www.c ity.hannan.lg.jp/ bus ine s s /

s youkougyou/ 1432544919272.html
創業・第2創業等セミナー開催補助金

阪南市商工会
セミナー、個別相談は無料で受講可能 別に定める

ht tp:/ / www.c ity.hannan.lg.jp/ kakuka/ s

himin/ mkat s u/ s youkougyou/ s ougyou/

1435113429778.html

阪南市起業創業支援事業(バウチャー)補助金
阪南市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業を受けた者であって、本
市内で新たに起業する者

事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助（１回限り）
（補助対象経費）
①事務所等新築工事費（増改築を含む。）②設備費及び備品等の購入費③広告宣伝費④商
業登記にかかる経費⑤その他市長が適当と認める経費

補助対象経費の２分の１以内（２５万円が上限）
ただし、千円未満の端数がある場合は、切り捨てる。

随時

ht tp:/ / www.c ity.hannan.lg.jp/ bus ine s s /

s youkougyou/ 1387352883700.html
企業誘致促進奨励金 阪南スカイタウンの誘致地域へ進出した指定企業

1.立地奨励金
①取得した土地　500円/㎡（当該度固定資産税の年税額に相
当する額を限度とする。
②借り受けた土地　500円/㎡（当該土地に係る国有資産等所
在市町村交付金に相当する額を超えるときは、当該市町村交
付金に相当する額を限度とする。
③建設した家屋　500円/㎡（当該家屋に係る固定資産税の年
税額に相当する額を超えるときは、当該固定資産税の年税額
に相当する額を限度とする。
２．雇用奨励金
操業開始後、３年を経過した日において、10名以上の常用雇
用を行っている場合、６ヵ月以上の新規市内常用雇用者の人
数に20万円を乗じた額を交付

立地奨励金：5回分を年度毎（市
長の指示する期日まで）

雇用奨励金：操業開始から3年を
経過した日（基準日）の翌日から6

月以内

- 商工振興事業 島本町商工会

①昨年度の商工会の収支決算書に基づき算出
・収入のうち府補助金の決算額の1/ 10

・収入のうち会費の決算額の2/ 10

・支出のうち一般事業の決算額の1/ 10

②経費の5/ 10

６月

ht tps :/ / www.town.s himamoto.lg.jp/ s os

hiki/ 16/ 23074.html
商業団体支援事業補助金 商店街、小売市場、個人商店5以上からなる団体　等 事業費の2/ 3（上限20万円） ４月

35 豊能町 - 豊能町商工会補助金 豊能町商工会 予算の範囲内 例年6月頃
都市建設部
農林商工課

TEL:072- 739- 3424

- 地域創業支援事業補助金 能勢町商工会 対象事業費の２分の１ 随時

- 商工振興事業補助金 能勢町商工会 予算の範囲内 事業実施前までに申請書提出

商工会補助金 忠岡町商工会 商工会の運営に対する補助 ６月

小売業振興事業助成金 忠岡町小売商連合会 小売商連合会の運営に関する補助 7月

中小企業イメージアップ推進事業補助金 忠岡町中小企業イメージアップ推進事業補助金 １事業毎に補助対象経費の２分の１以内で、上限５万円 随時

中小企業振興資金利子補給制度 忠岡町中小企業振興資金補助金 支払い利息の一部を補助 10月

起業・創業支援補助金 忠岡町起業・創業支援補助金 補助対象経費の２分の１以内で、上限１０万円 随時

創業支援事業補助金 忠岡町商工会 １１０万円
平成２７年４月１日から令和７年３
月３１日までの１０年間の予定

中小企業退職金共済加入補助金制度 忠岡町中小企業退職金共済加入補助金
①補助割合 掛金の２５％（但し、掛金が１,０００円を超える場合
は１,０００円に補助率を乗じた額とする）　②町内に事業所を有
し、かつ常時雇用する従業員数が３０人以下の事業所

・事業主が契約した日に属する月
から３年間

 ・補助対象期間は前年４月～翌
年３月末までの１年間に支払った

掛金

在住者正規雇用事業者支援補助金制度 忠岡町在住者正規雇用事業者支援補助金

①新規正規雇用者１名につき５万円（１回限り）で、同一事業所
については年度内に２名まで　②障害者手帳を有する新規正
規雇用者１名につき８万円とし、①に加算して同一年度内２名
まで　③町内に事業場を有する事業所で、町内に住所を有す
る者を新たに１年以上継続して雇用し就労させた場合

雇用期間が１年を経過した後６ヶ
月以内

- 熊取町商工会補助金 熊取町商工会 商工会の事業に対する補助 事業実施前までに申請書提出

-

熊取ブランド創造支援事業（新たなブランド創造に
向けた取組みを広く支援する）

①熊取のブランドの推進に取組む熊取町商工会、ＪＡ大阪泉州、くまとりにぎわ
い観光協会、その他町長が指定する団体
②町内において事業を営む中小企業、NP O法人、J A大阪泉州、その他町長が
認める者
③同上

①対象経費の10/ 10、
補助限度額50万円
②対象経費の2/ 3、
補助限度額75万円（ただし。事業期間内に商品化、「くまとりや
もん⤴」としての認定を受けること
③対象経費の2/ 3、
補助限度額50万円

随時

商工会が実施する事業に対する補助

①ブランド施策等推進活動事業補助金
　熊取ブランドの推進の為の事業を企画、普及活動の立案等をおこなうために必要な事業費
②商品化促進支援事業補助金
　熊取ブランドとして新たな商品を生み出すための調査研修や試作品の開発及び商品化に要する専門家への報償費・旅費、旅費、事務費、原材料費、委託費、賃借料、備品費、広報費
③販売力強化支援事業補助金
　商品化促進支援事業補助金を活用して開発された新たな商品の販路を町内外へ拡大するために要する事務費、使用料、広報費、知的財産権の取得費

37 忠岡町
ht tps :/ / www.town.t adaoka.os aka.jp/ ind

e x.html

商工業に関する情報収集・調査の実施や、本町中小企業者が経営改善するための総合的な支援事業の実施についての補助

産業住民部
産業建築課

TEL：0725- 22- 1122

本町の特性を踏まえ、今後の小売商業のあり方も見据えた取り組みについて、企画・立案し実施するための補助

町内中小企業のホームページ作成費用・P R動画作成費用・パンフレット又はカタログ作成費用を支援

町内事業者の経営の安定と振興を図ることを目的としている

町内で創業する方に対し新規創業に要する費用の一部の補助

国の認定を受けた「創業支援事業計画」に基づいた事業を行なう商工会（創業支援事業者）に対する補助

町内で退職金共済制度に加入する事業所に対し、掛金の一部を補助

町内企業者による町在住者の雇用促進及び雇用機会の増大を図るため、町内在住者を新規に正規雇用した場合に補助

商工会が実施する町内商工業者の育成事業、商工業の活性化のための事業に対する補助

36 能勢町

「創業支援事業計画」に基づいた事業を行なう商工会（創業支援事業者）に対する補助
産業建設部
地域振興課

TEL:072- 734- 3976

商工会が実施する事業に対する補助
（小規模事業経営支援事業費補助金・商工業振興事業補助金）

34 島本町

①島本町商工会運営事業
②その他町長が必要と認める事業（特別事業） にぎわい創造課

TEL:075- 962- 2846

町内にも魅力的な商店街があることをＰＲし、商業的な盛り上がりが生み出せるように、商業団体の創意工夫により実施する事業（催物事業、空き店舗活用促進事業、共同施設設置事業、
情報発信事業等）に対して支援することを目的とする。

32 大阪狭山市

街路灯、アーチ、アーケード、カラー舗装等に係る設置事業

市民生活部
産業にぎわいづくりグ

ループ
TEL:072- 366- 0011

33 阪南市

商業会連合会が行う商業の実態、将来予測のための調査費及び事業費等の一部を補助

未来創生部　まちの活
力創造課

TEL:072- 489- 4508

金融機関や専門家と連携し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の知識を習得するための講座開催を補助

令和2年度末をもって阪南市企業誘致促進条例は失効し、既指定企業への奨励金交付措置のみを行っている。
誘致地域において奨励措置を講じて企業等の立地を促進させ、産業の振興及び経済の活性化を図り、もって市民生活の向上に資することを目的とし立地奨励金及び雇用奨励金を交付す
る。

市内中小企業者等の経営基盤の安定、技術開発等の促進に向けての自主的な経営努力等を支援するため、経営相談を設置する。



市町村名
ホームページ
リンク先ＵＲＬ

事業名 支援先　（実施主体） 補助率など　（補助限度額） 申請書等の提出時期
担当課・
電話番号

支援内容

- ブランド販売促進事業

➀「熊取ブランド創造会議」において「くまとりやもん⤴」として新たなブランド認定
した商品を町内において製造・販売又は加工を営む中小企業、NP O法人、J A

大阪泉州、その他町長が認める者
②熊取コロッケの販売取扱等、販売促進に取り組む中小企業、NP O法人、J A

大阪泉州、その他町長が認める者
③町内耕作地で対象作物の当年産の作付けが確認でき、J A等、市場へ出荷し
ている農業事業者

➀対象経費の2/ 3、
補助限度額10万円
②対象経費の2/ 3、
補助限度額10万円
③対象経費の10/ 10

補助限度額150円/ 10kg

随時

- 熊取ブランド・にぎわい創造支援事業 農業祭実行委員会、その他町長が認める者
対象経費の10/ 10

補助限度額500,000円
随時

-

創業支援事業
（町内での創業を支援するため、創業時等に必要な
経費について支援する）

創業前の個人または法人で、当該補助事業の完了までに、個人にあっては町
内に住所を有し、個人事業の開業等届出書を提出した者、法人にあっては町
内に本店を有し、商業・法人登録が完了している者等（②は事業所に係る地方
税を本町に納付する者は可）

①②③④⑤対象経費の2/ 3、
補助限度額①75万円（飲食店は150万円）
②1,000万円　③50万円　④50万円　⑤500万円

⑥⑦対象経費の10/ 10

補助限度額⑥５万円/人　⑦10万円

随時

-

既存事業者支援事業
（業務の効率化・省力化を目的とした、生産性の向
上・事業継続･キャッシュレス決済に取り組む経費に
ついて支援する）

①③中小企業者で町内に主たる事業所を有している者
②熊取町商工会、ほか町長が認める者

①③対象経費の2/ 3、
補助限度額①75万円　③５万円

②対象経費の10/ 10

補助限度額10万円

随時

-
６次産業化支援事業（地元農産物を利用した６次産
業化に向けた取組みを支援する）

➀町内において主な耕作地を有する農業者、その他町長が認める者
②同上

➀対象経費の2/ 3、
補助限度額75万円
ただし、事業期間内に商品化すること
②対象経費の2/ 3、
補助限度額50万円

随時

農業事業者支援（業務の効率化・省力化を目的とし
た生産性向上や地産地消への取り組みを支援支援
する）

①②③町内に住所を有し、町内に耕作地を有する農業者
　３戸以上の農業者で組織された団体に属していること。（申請時に団体員であ
る証明を提出）
②③認定新規就農者または認定農業者であること。

➀②対象経費の2/ 3、
補助限度額①15万円、②100万円
③対象経費の4/ 5（新規就農者）、対象経費の2/ 3（既存就農
者）、
補助限度額300万円

随時

-
産業活性化基金事業
【中小企業経営支援（信用保証料補助）事業】

①②③④⑤町内に所在する事業所のために事業資金として融資を受けた方
①②③6月以上町内において事業所を営んでいる方
④町内において事業開始2ヶ月前又は事業を開始して5年未満の方
⑤町内において事業開始2ヶ月前又は事業を開始して1年未満の方

①④⑤ともに保証料支払額の全額
②③ともに保証料支払額の1/ 2

随時

-
産業活性化基金事業
【中小企業経営支援（利子補給金）事業】

熊取町商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が中小企業者を対象におこ
なうマル経融資を受けた方

融資額500万円にかかる償還利子の1/ 2 1月末

- 商店街施設維持管理補助金 吉見ノ里駅前商店街
補助対象経費の3/ 4

※100円未満は切り捨て
４月

商工業振興資金利子補給金 町内事業者 年１％の利率に相当する利子額 11月

40 岬町 - 商工会事業費補助金 岬町商工会 予算の範囲内で決定 6月頃

都市整備部
産業観光促進課
産業振興係

TEL：072- 492- 2749

41 太子町

ht tps :/ / www.town.t ais hi.os aka.jp/ bus y

o/ mac hidukuris uis inbu/ kankous angyou

/ s angyo_rodo/ s ougyous hie n/ 3308.htm

l

太子町創業支援補助金 町内で新たに創業しようとす人

補助率1/ 2

限度額：30万円
但し、空き家等を活用時は60万円、かつ飲食に関する起業時
は10万円増額

別に定める期日
まちづくり推進部
観光産業課

TEL：0721- 98- 5521

42 河南町
ht tps :/ / www.town.kanan.os aka.jp/ s os h

iki/ mac his ozobu/ norins hokokankoka/ g

yomuannai/ 4/ 1/ 1/ 1091.html

かなんブランド開発支援事業 町内事業者、団体、個人
1/ 2以内
上限100千円

別に定める期日
農林商工観光課

TEL:0721- 93- 2500

産業活性化推進及び町内全事業所の活性化のために、古代米等を利用した観光資源となり得る新商品、新メニューの開発を支援するもの。

地域産業の発展と創業促進のため、町内で創業しようとする人に対して、創業時及び創業後に必要な経費の一部を補助する。
町内空き家等を利活用し、飲食業を開業しようとする個人・法人に対し、改修費などを補助

本町の知名度を高めるとともに、地域経済の活性化を図るため、特色ある地域づくりの一環として、地域資源を活用した特産品となるようなものを開発した者に対し、当該事業に要する経費
の一部を助成する。

39 田尻町

・街路灯の電気料金
・全街路灯の電球を一度に交換する工事

事業部産業振興課
TEL:072- 466- 5008

運転資金及び設備資金、又は経営改善資金の融資を受けている町内商工業者に対し、年１％の利率に相当する利子額を補助

38 熊取町
住民部

産業振興課
TEL:072- 452- 6085

「くまとりやもん↗」販売促進事業補助金
➀認定商品販売促進補助金
「熊取ブランド創造会議」において、「くまとりやもん⤴」として新たにブランド認定した商品の販路を拡大するための事務費、広報費
②熊取コロッケ販売促進補助金
「くまとりやもん⤴」として認定されている熊取コロッケの販売等、販売促進に要する広報費、熊取コロッケ購入費
③戦略作物栽培補助金
「くまとりやもん⤴」として認定されている戦略作物（里芋）の出荷量に応じた補助

地域・産業活性等イベント支援事業補助金
熊取ブランドの創造、産業振興及び地域の活性化に繋がるイベント等の開催に要する事業費

空き家対策も含め、創業を目的とした事業所開設に要する費用などを支援
①駅周辺近隣商業地域事業所開設支援事業補助金
②駅周辺指定地域飲食業開設支援補助金
③町内遊休不動産を有効活用した開設支援補助金
④キッチンカー開設支援補助金
⑤企業立地促進補助金
⑥雇用促進奨励金
⑦企業誘致（遊休不動産対策）協力奨励金

①スマート化による生産性向上補助金
②BCP（事業継続計画）セミナー等開催支援補助金
③キャッシュレス決済システム導入補助金

➀商品化促進支援事業補助金
　新たな地元農産物の加工品を生み出すための、調査研究、試作品の開発に向けた取組み、及び商品化に要する専門家への報償費・旅費、旅費、事務費、原材料費、委託費、賃貸料、備
品費、広報費
②販売力強化支援事業補助金
　前年度に開発された新たな地元農産物の加工品の販路を町内外へ拡大するために要する事務費、使用料、広報費、知的財産権の取得費

・事業実施年度の末日から起算して５年以上、農業に従事すること（５年以内に離農の場合は補助金を変換すること
①ホームページ、ＭＡＰ掲載等の周知活動に協力すること
②スマート化による年間農作業時間の削減と所得の増減を目標とすること。
　様式第２号の事業計画書の「事業の目標、成果設定」項目に現在の年間農作業時間と目標の年間農作業時間を記載して下さい。
②③自己所有農地もしくは公的な手続きにより賃借された町内の農地にて使用する機器や施設が対象となります。
②③に関しては、WEB上の産業振興プラットフォームでの事業者周知活動に協力すること。

①小規模企業サポート（市町村連携型）資金
②小規模企業サポート（小規模資金）資金
　①②小規模事業者の経営力・成長力の向上の支援
③経営サポート資金（経営安定金）
　企業の経営安定を支援
④開業サポート（開業資金）資金
⑤開業サポート資金（地域支援ネットワーク型）
　④⑤新たな開業を支援

経融資の利息について半額を補給金として交付、中小企業経営を支援。


